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第１０回青梅市教育委員会（定例会）議事日程 

会  期 平成３１年１月１１日（金） １日間

場  所 青梅市役所３階教育委員会会議室

１ 教育長開会および開議宣言 

２ 会議録署名委員の指名 

３ 教育長報告事項 

４ 協議事項 

５ 教育長閉議および閉会宣言

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

教育長報告（再掲） 

１ 青梅市教育委員会事務委任規則第３条にもとづく専決処分の報告について（教育総務

課・指導室）

２ 学校訪問の実施結果について（教育総務課）

３ 青梅市科学センター事業について（学務課）

４ 平成３１年度教育課程届出説明会について（教育指導担当）

５ 青梅市市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔１１月分〕について（教育指導担当）

６ 平成２９年度における児童・生徒の問題行動等の実態について（教育指導担当）

７ 青梅市文化交流センター内カフェ事業者の選定について（社会教育課）

８ 収蔵品台帳整備に伴う青梅市立美術館の臨時休館について（文化課）

９ 諸報告

 (１) 委員会等会議録

 ア 青梅市社会教育委員会議会議録（社会教育課）

イ 青梅市図書館運営協議会会議録（社会教育課）

ウ 青梅市美術館運営委員会会議録（文化課）

（２）事業等の実施予定について

 ア 生涯学習事業実施予定について（社会教育課・文化課）

（３）事業等の実施結果について

 ア 第１４回青梅市小・中学生主張大会について（教育指導担当）

イ サタデークラスの実施状況（１０、１１月）について（教育指導担当）

ウ 長期欠席児童・生徒の状況（１０、１１月）について（教育指導担当）

エ 生涯学習事業実施結果について（社会教育課・文化課）
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  協議事項（再掲）

１ いじめによる重大事態の判断について（教育指導担当） 
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２ 青梅市いじめの防止に関する条例第２５条の規定にもとづく重大事態の青梅市長への報

告について（教育指導担当） 

３ 平成３１年度青梅市学力向上対策事業実施要綱の制定について（教育指導担当） 

出 席 者   教 育 長   岡 田 芳 典

教育委員会委員   手 塚 幸 子

教育委員会委員   大 野 容 義

教育委員会委員   稲 葉 恭 子

教育委員会委員   榎 本 淳一郎

出席説明員   教 育 長 (再 掲 )   岡 田 芳 典

教 育 部 長   渡 辺 慶一郎

学 務 課 長   石 川 裕 之

指 導 室 長   中 嶋 建一郎

教育指導担当主幹 拝 原 茂 行

学校給食センター所長 渡 部 亀四郎

社 会 教 育 課 長   塚 本 智 信

文 化 課 長   北 村 和 寛

書 記   教育総務課庶務係長   須 崎  満     

教育総務課庶務係 加 納 康 紀
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午後１時３０分開会

日程第１ 教育長開会および開議宣言 

【教育長（岡田）】 本日の定例会には、教育長および委員４名が出席しておりますので本会議

は成立いたしました。

これより、平成３０年度第１０回青梅市教育委員会定例会を開会いたします。

 本日の会議を開きます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第２ 会議録署名委員の指名 

【教育長（岡田）】 初めに、会議録署名委員の指名を行います。

本日の会議録の署名委員には、稲葉委員を指名いたします。

【委員（稲葉）】 はい、わかりました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 次に、本日の議事進行につきまして、教育長報告事項１につきましては、

議事の都合上、本日審議される案件の最後に行います。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第３ 教育長報告事項 

【教育長（岡田）】 それでは、教育長報告事項から始めます。

まず初めに、委員の皆様から報告を頂戴したいと思います。どなたかございますか。

【委員（手塚）】 本年もまた皆様よろしくお願いいたします。

昨年の話になってしまうんですが、１２月色々なことがあったんですけれども、小・中学生

の主張大会の発表の中で、やっぱりプレゼンテーション能力が順位に大きくかかわるというこ

とが、隣りの部屋で審査されていた先生方のお話を伺っていて、ありました。この点、長年言

い続けているんですが、ぜひお子さんたちのプレゼンテーションの姿を、各小・中学校の生徒

さんたちにお届けしたいなと思いました。プレゼンテーション能力は本当にこれからの子ども

たちに、大人になる中で求められる力でもありますので、こういう機会を学習の場としても有

効活用するのに、その映像を届けるということも大事かなと思いました。

それから、１７日の喜多教授の講演会、本当に勉強になるお話を伺いました。子どもたちが

自分の持っている力を活かせるようになるということが、いじめの中から抜け出すのに大事だ

というところで、昨年、友田小学校でＣＡＰのワークショップを講師としてさせていただいた

んですが、喜多先生のお話を伺う中で、私たちが届けている内容と本当に重なるところが多く

て大事なことなんだなということを、改めて学ばせていただきました。

それから年末に、私、今井図書館が一番近いんですけれども、そちらに伺いましたら、カウ

ンターの横に英字新聞でラッピングされて、「ヘリウムをたっぷり吸うとどうなるかご存じでし

ょうか」というふうに書いてあるものがあって、思わず借りてしまいました。シークレットに

なっているのが１０冊ぐらいあって、紙にちょっとしたことが書いてあって、そこから選ぶん
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ですね。で、中に入っていたのが、『元素生活』という色々な元素のことが面白く書いてある本

でした。自分だったらなかなか選ばなかったと思うんですけど、ヘリウムをたっぷり吸うとど

うなるか知りたいなというそれだけのことで手にとってしまったら、こんな面白い本に出会わ

せていただきました。福袋みたいな形での本の貸出なんていうのもあるんですけども、本当に

楽しいことをしてくださっていて、本に親しむのにいい機会になるんじゃないかなと思いまし

た。小学校なんかでも取り入れていただけると、本当に面白いなと思いました。

以上です。

【委員（大野）】 今、皆さんのお手元にＡ４の横の両面刷りの資料「教育効果の高い学校」と

書いてあるのがあります。私、文部科学省の資料を見ていて、そうだよなと思ったので、皆さ

んと共有したくて持ってきました。

この「教育効果の高い学校」と書いてあるグラフは、横軸は家庭の社会経済的背景というこ

とで、保護者の家庭所得、父親学歴、母親学歴の三つの変数を合成した指標なんだそうです。

縦が、全国学力・学習状況調査の国語Ａの正答率というふうなことでプロットしてあるわけで

す。よく言われているのが、家庭の経済状況がいい地域ほど全体的に正答率が高いということ

をあらわしているんです、これをそのまま見ますと。しかし、この丸で囲んであるところは、

横軸の値が低くても正答率がそれに比べて高いというところだそうです。

裏を見ていただきたいと思いますが、四角の中に、読ませていただきますと、「児童生徒の家

庭の社会経済的背景から見込まれる学力を大きく上回っている学校においては、①表現力・課

題探求力の向上、②授業スタイル、③家庭学習の指導、④学力調査の活用、⑤少人数・ＴＴ・

補充学習、⑥学校外リソースの活用、⑦実践的研修・研修成果の活用、といった観点で様々な

取り組みを行っている」ということで、今、③までのものがあるページを印刷してきたわけで

す。

青梅は、例えば都内などと比べたときに、色々な面で経済的にも恵まれていないというふう

なことがあるんじゃないかというふうによく言われていて、その結果、子どもたちの学力もな

かなか高まらないというお話です、これまで。じゃ、そのままでいいのかというと、それじゃ

いけなくて、色々な取り組みをしているんですが、どういう取り組みをしたところが成績がよ

くなっているのか。つまり、経済状態がよくなくても、こういうことをやると成績がよくなる

ということのヒントが得られるんじゃないかと思うんです。

その１から３までがここにあるわけですが、１が表現力・課題探求力の向上ということで、

例として「児童が自分で調べたことや考えたことをわかりやすく文章に書かせる指導」を見ま

すと、「よく行った」という学校は５３．３％、逆に教育効果が低い学校は２６．７％。同様に

授業スタイルで、授業の最後に学習したことを振り返る活動を計画的に取り入れたという学校

では、教育効果の高い学校は６３．３％、教育効果の低い学校は２６．７％。家庭学習の指導

におきましては、教職員で共通理解を図ったか。つまり、一人一人の先生じゃなくて、学校全

体としてあるスタイルを決めて家庭学習を出している。私は前、青梅市でもそういう青梅スタ
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イルを出したらどうかと言ったわけですけれども、そういうふうに組織的にみんなで知恵を出

し合ってやっている学校はやはり成績がいいわけですね。

こういうものを参考にしながら、青梅市も他の市や区に負けない力を持った子どもたちを、

ハンディをものともせず生み出していけるんじゃないかと。そういう点では、またひとつ今年

もみんなで知恵を出し合って、学校も教育委員会も指導に当たっていくというふうにしていき

たいなと思います。

特に２番の授業スタイルのところでいきますと、振り返る活動ってなかなかしていないんで

すよ。昨日もある小学校の研究授業に行ってきたんですけれども、時間切れなんていうことも

あって、振り返る活動までなかなか充実したものにいかないですね。振り返る活動をするため

には、その前に「本日のめあて」ということで「めあて」で出さなきゃいけないけれども、「め

あて」の出し方でも「何々をする」というめあてだと、どこまでできたかと子どもに振り返ら

せることはできないわけですよ。単に「何々をする」というめあてより、「何々ができるように

なる」というめあてじゃなければいけない。そういうようなことも工夫しながら、青梅市の教

育委員会として学校にさらにそういうアイデアをどんどん出していくということをしていって

いただければありがたいと思います。

以上です。

【教育長（岡田）】 ありがとうございました。早速校長会等でもこれを配付したいと思います。

ほかにいかがでしょうか。

【委員（稲葉）】 １２月ですけど、ぷらっとカフェで、大型子ども施設についてというところ

で市民の方とお話ししてきたんです。そこで、子ども施設ではなくて、数年後に建てられるで

あろう大きい総合庁舎のホールのことについて話がいきました。合唱の団体なんかではやはり

大きなホールをきちっとしたホールにつくってほしいという依頼とか、そういうのが出ている

みたいなんですけど、私としては、今色々な合唱コンクールとかそういうのは全部他市のホー

ルを使っているので、そのホールができた暁には、子どもたちがそこで合唱祭が行えるような

ホールの規模になるのかどうかというところがとっても心配なところです。正規のホールの形

式じゃなくて、可動式のようなフラット面のところもあるようなんですけど、収納がきちっと、

合唱コンができるようなホールであってほしいなと思うんです。その辺がちょっとわからない

ので、もしそうでないなら、教育委員会としては他市のホールを使わないで自分の市のホール

できちんとした音楽祭なり合唱祭なりができるような、新しく建てるんですから、形でもって

いければいいかなと、すごく思いました。

それから、喜多先生のいじめの講演会がとてもよかったので、それからいじめのことについ

て色々なデータを探したんです。２０１６年でちょっと資料は古いんですが、内閣総理大臣賞・

旭川地方法務局長賞をいただいた「日本のいじめ対策は間違っている」という中学２年生の紙

谷桃歌さんの記事が出てきたんです。これはまた後で事務局で皆さんにお配りしていただける

といいと思うんですけど。この子は帰国子女ですが、ドイツで学校生活を送ってきたそうなん
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ですが、最後のくくりのところで、「今の日本のいじめ防止対策は、いじめを受けた人の救済を

重視していますが、いじめを外野から見ていた周りの人たちには、あまり目を向けていない気

がします。これでは、いじめを根本的に撲滅することにはつながりません。もっと生徒に自分

の意見を持ち、主張させる機会を増やし、基本的人権について自分なりの意見を持たせるべき

です。それが、私達が将来自分達の基本的人権を守っていくための力になると思います」とく

くってあるんです。

予防というところで、いじめを受けた子のフォローはとてもしています。けれど、いじめる

側のフォローも大事だし、それからそのいじめの場を見ている傍観者のフォローというか教育

も必要だと思うので、そこではさっき手塚委員のおっしゃったように、ＣＡＰの内容というの

は被害者も加害者も傍観者もつくらないというプログラム立てができているので、ぜひ青梅市

の小学校に導入していただければとてもいいかなと思います。

その中で、先日ネットを調べていましたら、子どもが暴力を受けると同時に先生方も子ども

から暴力を受けている。そのために本当に疲弊して、職を去っていく先生たちの悲痛な声の資

料がどんどん出てきたんです。やっぱり基本的人権をわかりやすく伝えて、いじめる側もいじ

められる側も全員がきちっとした基本的人権を持っていくというところでは、教師も同じ人間

だというところで、学級で生徒と教師が共有できるプログラムですので、教師の立場も生徒か

らの暴力とかそういうこともきちんと先生が言えるというところでは、とても効果的だなと思

いました。

それから、それに対して、いじめを解決するには教室に広場を置くこととか、喜多先生もお

っしゃっていたように、やっぱり遊ばないとだめだよというので、遊びが学びに欠かせないと。

きちっと子ども時代に子どもらしく遊んでいると、社会の荒波に耐えられるような感覚とか感

情とかそういうことが育っていくので、そこも大事だし、それができていると学力の方もきち

っと勉強していけるんじゃないかなと。基本的人権を大事にして自分の意見もしっかり言える、

そして他人の意見もしっかり聞けるような子どもたちを育てるためには、やっぱり教室に広場

をというところも遊びの広場だったりとかするので、遊びと学びというのをもう少し学校の中

に入れていっていただければいいなと思います。

で続きで、『ＡＥＲＡ』に「何が先生を不自由にしている？」という記事が出ていたんですけ

れども、これが生の先生の声とそれから保護者の声ですね。保護者も先生の立場をわかって、

保護者も不自由を感じている、先生も不自由を感じている。その不自由をどう打開したらいい

かというのが記事に載っていましたので、これまたお渡しておきますので、お読みいただけれ

ばいいかなと思っています。

現場、学校サイドと保護者サイドのお互いの意見を忌憚なく取り入れて、子どもたちのため

にどうすればいいのかという具体的なルートをつくっていかないと、なかなか意見を聞くだけ

ではいけないのかなと思っています。

以上です。
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【委員（榎本）】 私も１２月８日の主張大会の感想なんですが、すごいしっかりとした小・中

学生の考えを聞くことができまして、またテーマに沿ったことなので当然なんですけれど、青

梅市とか地域について真剣に考えていることを再認識できまして、とても頼もしく思えました。

また、先ほど手塚委員もおっしゃっていましたけれども、プレゼン力というのがこういうと

きにはすごく差が出るものだなということも感じました。

あえて言うならば、参加している生徒がみんな似ているようなタイプの子が多いのかなと感

じたので、例えば短くてもいいから英語のスピーチをするとか、そういう部門もあれば色々な

子が出てくるかなというふうに思いました。

１２月９日に第六中学校でバッハのクリスマスコンサートが開催されましたが、とても素晴

らしいコンサートで、すごく忙しい時期だったんですけど、一気にクリスマス気分にさせてい

ただきました。顧問の先生方の協力でやったコンサートということなんですが、また今年も続

けて見られればいいかなと思っています。

以上です。

【教育長（岡田）】 １２月の議会の一般質問の中で、千代田区麹町中学校の工藤校長先生とい

う方の取り組みについての質問がありました。答弁としては、その中学校の環境が青梅とは非

常に異なり、千代田区には区立中学校が２つと都立の九段中学校という３つしかない地域で、

ご案内のとおり番町、麹町、日比谷というところの中学校ですので、宿題も出さない何もしな

いどうのこうのというのは、そこに通う生徒の環境も違いますので、そのまま青梅で実践でき

ないけれども、色々な取り組みについては麹町中学校の取り組みも含めて青梅市の児童・生徒

に合ったことは取り入れていきたいというふうに答弁しております。

それから、１７日の喜多先生の講演会ですけれども、市議会議員の島崎議員さんが同窓会で

会ったことをきっかけにご縁ができたんですが。最後の方で喜多先生は、子どもたちの心理的

な面から色々アプローチされているようで、また虐待なども含めて、家庭環境も含めた子ども

たちの心の状況をしっかり認めていくというか、自尊感情を高めていくと。先ほどのドイツの

学校の話にもありますけれども、多少そういう陰湿なものはあっても、それにくじけない自尊

感情を高めていくことが大事かなということを感じたところであります。

それから先ほどの、先生方は真面目な人が多いというところですが、やはり教員を目指す方

はどちらかというと優等生的な方が教職課程を経て教員になるので、そういう様々な家庭、様々

な児童・生徒、自分の生まれ育った生活とはとんでもなく環境の違う子どもや生徒、またその

裏にいる保護者、特に色々クレームをつける保護者に対して戸惑って、疲弊して、中にはお休

みをとってしまう、休職する先生方もいることも事実ですので、先生方の研修も含めて、もっ

と強くなってもらわなきゃいけないかなと思うところがあります。

このごろは「開かれた学校」という形でありますけど、以前は学校は校長先生を筆頭に一つ

の社会で、保護者とも少し距離感があった中で学校経営がされていましたけれども、去年、東

京国立博物館の銭谷先生の講演があったけれども、やはり「地域と共に歩む」ということで、
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学校、家庭、地域の中で、そこに通う児童・生徒が学校だけじゃなくて家庭でも地域でも色々

な人たちと接する必要があるのかなと思いました。

昔は大体親子３代というか大家族で、同居でなくても敷地の隣におじいさん、おばあさんが

いたりする。家に帰ってご両親が不在でも、隣の家に行けばおじいちゃん、おばあちゃんがい

る。また、家族の中でも３人、４人と兄弟がいるので、家庭の中、兄弟の中でもまれる中で、

精神的にタフになっていったんじゃないかなということがあります。このごろはそれこそ、少

子化もそうですけど、ひとりっ子も多い中で、お父さん、お母さんがわが子を手塩にかけて箱

入り息子、箱入り娘のような形で、学校にあがったときにちょっとした出来事でつまづいたり、

いじめの対象になったりすることもあるので、幼児のときから家庭だけでなくて色々な子ども

たち、また保護者も含めた交流の場というのを、学校教育だけでなくても福祉や子ども家庭部

と連携しながら、また色々な情報を保護者の若い子育て層の方々、親御さんたちにも情報発信

していくことを市長部局と連携しながらやっていかなければいけないかなと思います。その点

は今後、総合教育会議などの場で市長さんの方に意見交換できればなと思っております。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

２ 学校訪問の実施結果について（教育総務課） 

【教育長（岡田）】 それでは、教育長報告事項を説明させていただきます。

初めに、教育長報告事項２、学校訪問の実施結果について、を説明いたします。

【教育部長（渡辺）】 それでは、報告資料２にもとづきまして、平成３０年度（後期）の学校

訪問の実施結果についてご報告いたします。

平成３０年度中の学校訪問につきましては、前期実施といたしましては７月４日から７月 

１３日までの期間に６校の訪問を行いました。今回お示ししておりますのは、後期実施分とし

て１０月１９日の今井小学校を皮切りに１１月８日の霞台中学校までの小学校５校、中学校４

校の９校において学校訪問を実施いたしました。

学校訪問当日、各委員さんからは校長、副校長に対しご講評をいただいているところでござ

いますが、報告資料の２枚目以降に各委員さんからご提出いただきました訪問結果報告をまと

めて掲載させていただいております。報告の内容につきましては、教育環境に関すること、児

童・生徒に関すること、教職員に関すること、特に改善を望むこと、等の指摘事項を整理して

ご報告いただいております。この結果につきましては、来年度以降の学校運営に反映されるよ

う、各校長へ周知させていただきたいと存じます。

学校訪問実施結果についての説明は以上でございます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。 

学校へこれからフィードバックされるということですね。今日何かあれば、それも加えてと

いう形ですね。

そういう点も踏まえてご意見等ありましたらお願いします。
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【委員（大野）】 ちょっと教えていただきたいんですが、この結果報告は、私たちが出したも

のの扱いは、直接校長会かなんかで全部丸ごと出すんですか。それともこれをさらに事務局の

方で集約して出すんですか。どういう扱いをしていくんですか。

【教育部長（渡辺）】 当日、ご講評いただいておりますけれども、集約したものを各学校に一

括、委員さんのものをまとめてお出しするということです。全校ではなくて当該校だけでござ

います。例えば一番上に今井小学校がありますけれども、今井小学校であればそれぞれの委員

さんの結果報告をお渡しするという形です。

【委員（大野）】 作業は大変になるかもしれないんだけれども、他校の学校訪問で私たちから、

こういう点がいいねとか、こういうふうにしてもらったらいいんじゃないかとか出たら、ほか

の校長先生たちもそれを見て、あ、こういうふうなことを教育委員たちは求めているんだなと

か、またこれはちょっと使えるなとか、確かにうちの学校も同様だから改善しなきゃなとか、

そういう参考になるような形の、全体でシェアできるようなものってできないですかね。

【教育部長（渡辺）】 学校訪問は全校でやりますけれども、訪問した学校だけではなく全体と

いうことですか。

【委員（大野）】 どこの学校がご指摘受けたというのは必要ないと思うんですよ。ですから、

忌憚のない意見交換がお互いに、校長先生もできる、僕らもできるようにするためには、その

ままの形でどこの学校でこういうことを言われたということではなく、どこの学校でこういう

ふうなことについては大変評価をいただいたとか紹介をする、そんなことってできないもので

すかと思いまして。

【教育長（岡田）】 事務局の方で、学校名と発言した委員さんの名前をとった残りのものを一

覧表にして、そこのデータを見てもらうということはできるかな。校長先生方には、まとまっ

たので参考までにご一読願いたいというふうにすることはどうですか。何か事務局の方で、こ

うしたらどうかということはありますか。

【事務局（須崎）】 予定としましては、渡辺部長がおっしゃったように、各学校ごとに送る中

で、全校に伝えたいことをレ点で示してくださいというところは、それをまとめて全校に送る

ようなことをやっているところでございます。今年もそれを行おうかと考えているところでご

ざいます。全部の学校に送ることも可能でございますので、そこら辺はよろしくお願いしたい

と思います。

【委員（手塚）】 私もこれを書くときに、講評の最初に「全ての学校に伝達したい事項は、レ

点を記してください」というのはいただいていたので、たぶん各学校に１カ所ぐらいつけてい

ます。

【教育長（岡田）】 若草小学校の改善点のところにレ点がついていますが、こういうところで

すね。

【委員（手塚）】 私けっこう、ここはいいな、全部の学校に知ってほしいなというところとか、

割と色々な学校に共通していて気をつけてほしいなというところにはレ点をつけちゃっていた
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んですけれども。

【教育長（岡田）】 こことここはということでレ点をもう一回ご連絡いただければ、そこは全

校に配る、あと個別ケースは省略するという形でどうですか。

【委員（大野）】 そうですか、わかりました。自分のすべきことをしてなかったということに

なります。私たちもう一度よく見直して、これだけは伝えてくださいというのを改めてお伝え

すると。

【教育長（岡田）】 では、次回までに見直していただいて、その中でレ点をつけて、これとこ

こは全体化してほしいというところを…。そういう進め方で皆さんよろしいでしょうか。

では、次回までにもう一度、ご自分の部分につきまして、これはその学校だけではなくて全

校にも活用してもらいたいという点があればレ点をつけて、もう一度報告をいただきたいと思

います。これは次回行ったものをチェックする形でいいですね。これにレ点をつけてまた返し

てもらうという形でよろしいでしょうか。

では、そのように進めさせていただきたいと思います。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

３ 青梅市科学センター事業について（学務課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項３、青梅市科学センター事業について、を説明いた

します。 

【学務課長（石川）】 それでは、お手元に配付させていただきました報告資料３にもとづきま

して、青梅市科学センター事業につきましてご説明させていただきたいと思います。 

初めに、青梅市科学センター事業につきましては、青梅市科学センター設置要綱にもとづき

まして、児童に科学の分野に対する見識を広めてもらうことを目的として、事業としているも

のでございます。 

実施期間につきましては、平成３０年４月から平成３１年３月までということで、３０年度

につきましては年間１３回、毎週土曜日に１３回実施する予定でございます。 

市内小学校５、６年生を対象といたしまして、センター長には第一小学校の校長先生、副校

長先生をはじめ、指導員の先生方にお願いをして、８人体制で続けているものでございます。 

会場につきましては第一小学校の理科室等。募集につきましては７５人。教材費等、全額市

費負担で実施しているところございます。 

事業の経過でございますけれども、１にございますように、昭和３３年度に東京都の事業と

して発足をしております。昭和５３年度には一旦事業廃止となりまして、昭和５４年度から福

生市、羽村市、瑞穂町で「青梅、福生、羽村、瑞穂科学教育センター」、昭和６２年度からは奥

多摩町を加えた「多摩川流域科学教育センター」として実施してまいりました。そして、平成

７年度から青梅市単独事業として「青梅市科学センター」を発足し、現在に至っているもので

ございます。 

実施する中での課題につきましては、１といたしまして、教職員等の負担がございます。現
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在、東京都では「学校における働き方改革推進プラン」を推進しているところでございます。

青梅市でも教職員の勤務時間削減につきまして、平成３１年度から校務支援システムを導入す

るなど、幅広く働き方改革を進めようとしているところでございます。 

そのような中で、任務を要しない土曜日に講義・出席を依頼しており、この点につきまして

は「働き方改革推進プラン」に逆行する形となっているところでございます。 

ちなみに、各教職員、事務局職員の拘束時間につきましては、一番下の欄に記載したとおり

でございます。 

恐れ入りますが、次のページにお移りいただきたいと思います。 

２といたしまして、申込人数の減少がございます。申込者は表のとおり、減少傾向を示して

おります。平成１４年と比較いたしますと、おおむね５分の１程度と減少している状況がござ

います。このような状況を踏まえまして、学校教職員の負担軽減、業務見直し等を踏まえる中

で、科学センター事業につきましては縮小することとしたいというふうに考えているところで

ございます。 

続きまして、今後の対応のところでございます。現在、科学センターにつきましては、夏休

み期間中に工学院大学で行われております科学教室の体験・見学を実施しているところでござ

います。参加者については、その中から新たな発見・体験・感動・喜び・達成感が得られるテ

ーマを選択できるような内容を体験しているところでございます。このようなことから、夏休

み期間中の体験事業につきましては、できるだけ継続していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

続きまして、２といたしまして、平成３０年度から青梅市教育委員会、羽村市教育委員会、

公益財団法人青梅佐藤財団が共催をいたしまして、福生市教育委員会が後援するプログラミン

グ教室であります「子どもＩＴ未来塾」を開催しております。本事業は、将来、ＩＴ関係の進

路を考えている小・中学生を対象にいたしまして、６月から１０月の土曜日・日曜日、今年度

は全９回になりますけれども、東海大学教授、会津大学準教授、ゲームプログラマーを講師、

学生をＴＡといたしまして、基礎から最新技術まで学べる本格的プログラミング教室を実施し

ているところでございます。参加者はカリキュラムを履修しまして、最終回では独自のプログ

ラミングをして、その成果を発表していくとすることでございます。ＩＴ社会の将来を担う人

材育成に寄与しているところでございます。 

このようなことを踏まえまして、教育委員会といたしましては、科学センター事業にかわる

事業として「子どもＩＴ未来塾」を位置づけ、関係各市教育委員会と連携いたしまして、公益

財団法人青梅佐藤財団との共催という形で、事業を引き続き継続していくこととしたいと考え

ているところでございます。 

学務課からの報告は以上でございます。 

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。 
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【委員（稲葉）】 この事業、とてもいい事業なんですけど、保護者の方から、参加はしたいん

だけれども国際理解講座にも出たいと。そうすると日程が重なって行かれないと。その辺のと

ころは教育委員会で開催する、子どもが参加する色々な教室については、できるだけ日程が重

ならないようにして、より多くの子どもたちが参加できるような日程調整をしていただければ、

保護者の方も子どもたちも喜ぶんじゃないかなと思います。 

【学務課長（石川）】 ありがとうございます。いずれにいたしましても、各センター事業につ

きましては夏休み期間中に開催する、何らかの事業を開催するということで検討しているとこ

ろでございます。その中で、例えば社会教育課で実施しております事業とか、そういったこと

とかぶらないような配慮については、整えていきたいというふうに考えております。 

また、「ＩＴ未来塾」につきましては、平成３１年度も引き続き青梅市佐藤財団さん等の協力

を得まして開催する予定でございます。こちらにつきましては、会場等の都合がございますの

で、もうすでにある程度日程については事前に予定を立てさせていただいているところでござ

いますけれども、そういった中でほかの事業とはなるべくかぶらないようなことについても、

担当部署等と連絡をとるなどによりまして、できるだけそういった支障がないような形で進め

ていければというふうに考えておるところでございます。 

【委員（手塚）】 確かに先生方が土曜日に出てくださって、子どもたちにふだん授業ではでき

ないようなことを教えていただくということで、その先生方の負担を軽くと言われてしまうと、

保護者としては「うん」と言わざるを得ないところではあるんですが。

一つお伺いしたいのは、今年その「ＩＴ未来塾」の２０名中、青梅のお子さんというのはど

のくらいの方が入っているのか、もしわかれば教えてください。

【学務課長（石川）】 「ＩＴ未来塾」でございますけれども、募集に関しましては２０名中   

１２名の方が青梅市在住の方でございます。

【委員（大野）】 今、報告事項として出てきているわけですよね。報告ということは、来年度

の予算をもうとっていませんよ、やめることに事務局の方でしましたよ、それについての説明

ですよという報告なんでしょうか。それとも、これからこういうふうな理由でなかなか事業を

していくことは難しいので取りやめてみたいんだけれども、それについてこれから提案をして

いきたいんだけれども、前もって意見を聞きたいということで出されているんでしょうか。

【学務課長（石川）】 予算なんですけれども、一応、通常、年間通して行う事業の予算につき

ましては、予算の見積もり段階では要求はしたんですけれども、現段階（一次査定、二次査定

と終わっているんですけれども）では夏休みの事業のみ継続するような形で、すでに途中査定

は行われているところでございます。

【教育部長（渡辺）】 報告事項ということでご提出申し上げておりますが、予算計上としては

特に現在挙げてはございません。というのは、科学センターの開催につきまして、教職員の働

き方改革の中で、土曜日年間１３回出てきていただくという状況がございまして、これからは

その科学センターにかわるものとして、現在も行っておりますが、「ＩＴ未来塾」、ＩＴ教室の
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方に特化していこうかなという考えがございます。こちらは佐藤財団さんの方に協力いただき

まして、支援援助などをしていただきまして、大学教授等専門家の先生たちが来て、子どもた

ちのプログラミング教育というところなので、そちらの方にシフトしていこうかなというとこ

ろで、科学センターのかわりにこちらを指導していくという方向で今教育委員会としては考え

ているというところでございます。

【委員（大野）】 私もうろ覚えで申しわけないんですが、教育委員会での協議を経て決定する

事項には、こういう科学センターの事業なり国際理解教育なども入っていますよね。そういう

教育委員会社会教育課で行う事業について、開始するとかまたは廃止するというふうなことは、

事務局ではなく教育委員会の決定を経なくてもいいのか、またはしなければいけないのか。そ

こらあたりの権限がよくわかっていないので。それはどうなんですか。

【教育長（岡田）】 私の方で補足の説明を含めて経緯をお話しさせてもらいたいと思います。

以前、私も小学校６年生のときにはこの科学教室に参加していましたので、教育長になって

以来、この科学センター事業については歯を食いしばっても継続していきたいなというところ

がございました。実態を見ますと、この事業を実施してくださる方々が、第一小学校の校長、

副校長と第一小学校に所属する理科の先生方が中心になっていまして、今年度も１名、第三小

学校の先生もおられたんですが都合でおやめになられてしまいまして、すべての実施が第一小

学校の先生方にかかっている。青梅市の理科の先生全体ではなくて第一小学校の先生方に全部

をお願いしているところがあります。その辺について、高木校長とも色々お話しさせてもらっ

た中で、非常に負担が重いというような実情については聞いております。また、講座が６回、

自由研究も含めた中でかなりの時間、特定の先生にお願いしていたんですが、その先生もそろ

そろ年数がきて異動していくと、これ以上スタッフを集めること自体も懸念があります。一方

で、今年度新たに「ＩＴ未来塾」ということで、これの開催もあって事務局職員の負担も増え

ました中で、そういうのを色々天秤にかける中で、また財政当局の方からの査定上も、ごく一

部の児童に限られてきている中で、沢山の事業から選択する中で、特に本当の一部の第一小学

校の理科の先生にすべて委ねている実情を踏まえる中では、そろそろ幕引きじゃないかなとい

うところがございました。

ただ、手続として、報告事項で済ますようなものではございませんので、その点については

今日ご意見を聞いた上で、次回改めて協議事項として決定した中で、皆さんのご意見を踏まえ

て対応すると。あと、所管は学務課ではなく社会教育課になりますけれども、国際理解講座等、

学校の閉庁日や実施する事業等、全体像もお示ししながら、今後教育委員会として教育委員会

独自の事業をどの時期にどういうのがあるか一つの表にまとめまして、先ほどのご意見もあり

ますので、来年度予算の中で実施するものを体系的に説明する中でご協議いただきたいと思い

ます。そういう感じで進めることでよろしいでしょうか。

【委員（大野）】 これについてはよろしくお願いします。

実はこれだけではなくて、前から私言っていることだけれども、例えば土曜日の授業をどう
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するとか、サタデースクールとか、そういうことについて、「こういうふうに決まりましたから

来年こういうことでよろしくお願いします」みたいな報告資料できていますが、もっと早くに

きちっと協議ということで出してもらいたいという趣旨の話をしてきているわけです。

つまり、私たち委員４人は、事務局が進めていることの追承認をするためにいるわけじゃな

いわけですよ。私たちは市民からの負託にこたえるために、市民の代表として教育をどうする

ということでそれなりの責任を持ってここに来ているわけです。教育委員会での様々な事業に

ついて、どういう方向でこれをやるかやらないかとか、そういう意思決定をきちんとする立場

にいるのだろうなというつもりで、僕らはやっているわけです。ですから、こうしましたから

了承願いますというふうな、そういったことで進めていくようでは、私たちは責任を果たせな

いんじゃないかと思っているんです。新年度の事業などについて、やっぱりやめたり新たにす

るとか色々あります。ですから、後戻りできないような状況でこういう報告でくるのではなく

て、時期的にはどうなんでしょう、予算のこと絡みでいくと素人でよくわからないけれども、

もっと早い時期に、こういう事業を考えている、それについての考えはどうなんだろうという

ような提案をしていただく。そして、それを揉みながら予算の時期に入っていく。そういう提

案の仕方をしてもらった方がいいんじゃないかと思うんですよ。

これは確か私が教育委員になった１年目のときに、藤野部長のときにもお話ししているはず

なんです。そのとおりですねという話になっているんです。教育委員会事務局も。だけどそう

なってないんですよ。改めてもう一度、教育委員会への提案とか報告について、そのタイミン

グをいつにしたらいいんだろうというようなことも、今の私が言った趣旨をもしご賛同いただ

けたならば、検討していただけたらありがたいと思います。

以上です。

【教育部長（渡辺）】 おっしゃるとおりで、大変申しわけなく思います。我々の事務局で決め

た内容を追承認する場ではないというのは重々承知している中で、やはり委員の皆様方に決定

していただくことが、今回のこともそうですけれども、当然のことだと認識します。今後につ

きまして、決定をいただく内容につきましては、報告事項なのか決定事項なのか、その辺のと

ころを改めまして精査して調査して、その中でご提案申し上げてまいりたいと思います。今回

は大変申しわけございませんでした。

【委員（大野）】 よろしくお願いします。

【委員（稲葉）】 要望なんですけど、教育委員の方からのこうした方がいいんじゃないですか

という検討していただきたいことについてはきちっと取り上げていただいて、その検討をした

結果を報告していただけたらいいなと思うんです。意見を言うばかりで、進展の模様がこちら

には全然見えてこないので。色々なところへ行って色々な資料を集めて、こうすればいいねと

いう具体策を提案しても、それに対する動きというのが全然見えないようでは、こちらも色々

なところへ足を運んで資料を集めて、人とつながって、そしてその意見をこっちへ持ってくる

というところでは、２年かかわらせていただいていますけど、ある一種の虚しさを感じており
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ます。やっぱり見える形できちっと動けるような教育委員会であってほしいなと思うし、それ

ぞれの皆さんはその力をお持ちだと思いますので、これから一丸となって子どもたちのために

青梅市を盛り上げていければいいなと思っておりますので、よろしくお願いします。

【教育長（岡田）】 私も教育長の立場としても、教育委員会の事務局を統括する立場でござい

ますので、反省の上、これから皆様の意向をもう一度事務局一丸となって対応、またそれぞれ

の会議で出されたご提案等についてきちっとフィードバックできるように陣頭指揮をとってま

いりますので、どうぞよろしくお願いします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

４ 平成３１年度教育課程届出説明会について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項４、平成３１年度教育課程届出説明会について、を

説明いたします。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 では、平成３１年度教育課程届出説明会につきましてご報告を

いたします。 

報告資料４をご覧ください。こちらの資料につきましては、昨年１２月１７日に副校長、教

務主任等を対象に実施した説明会資料、そのときに配付しました新規事業を抜粋したものでご

ざいます。 

平成３１年度につきましても、教育課程編成の基本的な考え方としましては、学力向上とい

じめ問題への取り組みが基本となっていることをお示ししております。 

Ⅱの教育課程編成にかかわる重点事項においては、中学校においても「道徳」が教科化され

ることと、「ＳＯＳの出し方に関する教育」を夏季休業日前までに実施することを挙げておりま

す。 

Ⅲの教育課程編成にかかわる基本的事項につきましては、１の各教科等にありますように、

今年度同様に新学習指導要領に沿って小学校外国語活動を３・４年生では３５時間、５・６年

生では外国語を７０時間実施いたします。 

続きまして、６の授業時数の取扱いについてをご覧ください。来年度は例年よりも祝日が多

くなるため、例年以上に授業時数を確保することが難しくなっております。そのため、授業時

数が足りなくなる場合を想定し、授業の予備日を設定し、あらかじめ保護者にも周知しておく

ように伝えております。 

Ⅳの教育課程の実施にかかわる留意事項につきましては、１の人権教育について人権教育プ

ログラムの方に記載されています様々な人権課題について、発達段階に応じて計画的に指導す

ることを示しております。 

また、昨年度、Ｊアラート発令を想定した避難訓練を行うことを示しておりましたが、こち

らにつきましては「緊急地震速報等」ということで変更しております。 

今後の予定といたしましては、２月上旬に各学校の副校長、教務主任と事前相談を行い、３

月初旬の教育課程受理に向けて進めてまいります。 
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以上でございます。 

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。 

【委員（稲葉）】 Ⅱの「ＳＯＳの出し方に関する教育」について、夏季休業日前までに実施す

るということですけれど、どういう教育内容でしょうか。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 こちらにつきましては、本年度、東京都の方からＤＶＤの資料

を配付されまして、子どもたちがいじめで苦しんでいるときなどに、自分からＳＯＳを発信で

きるように、そういった面も指導するというようなものでございます。ＤＶＤを視聴すること

によって、子どもたちにもわかりやすく、ＳＯＳを出すということが恥ずかしいことではない

し、いざというときにはこういうふうにやるんだよということを示しております。 

こちらについては、今年度１学期の途中から配付がありましたので、年度のなるべく早い時

期にという話ではあったんですが、途中からだったので計画的に難しかったところもあるんで

すけれども、９月の２学期開始時に子どもたちの自死にかかわる事故が多く発生している現状

もございますので、３１年度につきましては１学期中に必ず実施するように各学校には周知し

たところでございます。 

【教育長（岡田）】 これは何分ぐらいのＤＶＤ資料なんですか。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 １時間の中で、ビデオを見たり考えたりするような形でできる

ようになっております。 

【委員（稲葉）】 たぶんこれ二、三年前に「ＳＯＳの出し方に関する教育」というところで都

庁の方から、別の私の関係するところで、警視庁からも来られてプレゼンをしたことがあって、

それに同席したことがあるんですけど、たぶんそれがＤＶＤででき上がってきているんだなと

思います。その中にはちゃんとＣＡＰも入っていましたし、弁護士さんの応援とかそういった

ことも入っていましたので、それを総合してつくられたんだなと思います。できましたら、一

度ぜひ見せていただければ嬉しいと思います。 

その内容によって、やっぱり夏季休業日までにというところで、単なるいじめ問題というこ

とではなくて、保護者の方と一緒に見られるようなＤＶＤであれば、例えば夏休みの保護者対

応というところで地域で子どもを見守るというところの資料活用にもできるかなと思います。

夏休み前に学校で子どもと保護者が一緒に集まって、こういう地域にはこういう大人がいてと

いう地域懇談会が開かれて、資料として親子で一緒に見られるＤＶＤであれば、そういうとこ

ろにも活用できますし、夏休み中のいじめとか暴力とか、性被害も増えていますので、そうい

うものも防止できるようなものになるんじゃないかと思うので、一度拝見できたらと思います。

お願いします。 

【委員（榎本）】 この前、西中学校で時間数が足りないというような問題があったと思うんで

すけど、それのチェックはどの段階でされるということなんでしょうか。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 次年度に向けてということですね。今、各学校の方で教育課程
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を編成しておりますので、先ほど申し上げましたように、２月に事前相談ということで、指導

主事が分担して各学校の教務主任、副校長と教育課程の内容について説明を受ける機会がござ

います。その時点でちゃんと時数が確保されているかどうかを確認をしてということでござい

ます。もしそこで不足等ございましたら、指導主事の方から指導しまして、３月の正式な受理

に向けてやりとりをして進めていくという流れになってございます。 

【委員（榎本）】 この前のときは、ここの部分でミスがあったというわけではないんですか。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 昨年度につきましては、例えば合唱コンクールの当日の日程に

ついてはその時数をとってあったんですけども、練習の時間が入っていなかったということも

あったり、校内の研究時間とか、そこまではこちらも把握できなかったという反省がございま

す。実は今日、指導主事と打ち合わせをしたんですが、次年度の教育課程の相談に向けては、

その辺もしっかり見て対応していくようにしようというふうに、指導主事に声をかけたところ

でございます。 

【委員（稲葉）】 教育課程のところで外国語が入り道徳が入りで、子どもたち目いっぱいの勉

強量になるんですけど、子どもたちの様子を見ていると、ほとんど午前中の授業は頭に入って

いないのかなという感じですよね。夜更かしして学校へ行って、朝御飯抜きの子は絶対脳が動

いていないので、その辺のところでどんどん詰め込んでいって、子どもたちが学校の中でほっ

とする時間とかぼやっとする、脳味噌を切り替える時間があるのかなと。給食時間が減らされ

てはいないのか、休み時間が減らされていないのか、その辺のところすごく気になるんです。

実際に今までの授業時数が減らされない上に、プラスアルファでなおかつ土曜日がお休みとい

うところで、たぶん先生方もとても大変になると思うんです。その辺のところの、ちょっとし

た遊びみたいな時間、ゆとりの時間といったようなこと。この時間きっちりやって、ここから

ここまでは例えば校長先生の采配でどうにでもなるよと、そういうふうなところはないんでし

ょうか。縦割りで異年齢交流はなくなるし、それから学校行事もなくなるしだったら、私なん

かは一体何のために学校があるのってすごく思うんです。子どもが本当にこれで健全に育つの

かと。子どもたちの様子を見て、それから子どもたちの話を聞いて、とにかく「疲れたぁ」と

いう子どもがすごく多いですし、何をしようかなというと「面倒くさい」というのが先に出る

子がとても増えているので、そこはどうなのかなと。先生方も大変なんじゃないかな、ご家族

も大変なんじゃないかなと思うんです。そこはどうなんでしょうか。８時から５時ぐらいまで

勉強しないとこれをこなせなくなって、子どもが遊ぶ時間がなくなるので、健全には育ちにく

いんじゃないかなととても不安になるんですけど。どんな感じでしょうか。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 おっしゃられたように、確かに外国語活動の時数が増えたり、

道徳が教科化されたり、子どもたちの負担もそうなんですけども、教職員の負担もかなり増え

てきているところかなと思います。例えば１日の６時間が７時間になるとか、そういったこと

にはなっておりません。それはちょっと子どもたちの負担が重くて無理な面もありますので。

各学校の工夫としましては、夏休みを削るといいますか、夏休みに入る時期が少し遅くなると
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いうような対応をしている学校が多くなっております。実際、小学校では夏休みに入ってすぐ

などはサマースクールという補習的な授業をやったり、水泳指導をやったりしているんですが、

今年度、若草小学校では最初の１週間をしっかりと授業日にして時数を確保するような、その

ような取り組みを始めた学校もございます。大体どの学校も夏休みを何日間か削ってという形

にしています。それが一番負担なく行えるかなというふうには考えております。エアコンの方

もだいぶ整備されてきておりますので、そういったところも有効に活用していこうとしている

ところですが、ただ実際に苦しいのは確かに現状でございます。 

【委員（手塚）】 来年度、給食センターのこともあったり、授業数の調整もまた大変かと思い

ますので、連絡を密にとっていただいて、学校側の混乱がないようにサポートしていただけれ

ばと思います。 

【教育長（岡田）】 一昨日校長会がありまして、私の方から、根ヶ布調理場を７月の１学期で

休止として、２学期から藤橋調理場に一本化する形のために、７月１８日（金）で給食提供を

終えまして、２学期がどうしても９月２日（月）からという形になりますので、７月の最終週

と８月下旬の給食が提供できなくなります。その間は、今年の学校だよりを見ていますと、あ

る学校では弁当持参の形で考えている学校もあるようであります。そこのところは、５月の  

１０連休も含めて二重に３１年度の教育課程の編成が厳しいということで、各学校、知恵を絞

っていただくようお願いしたところではあります。 

ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

５ 青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果〔１１月分〕について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項５、青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果   

〔１１月分〕について、を説明いたします。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 続きまして、青梅市立小・中学校「いじめ」実態調査結果    

〔１１月分〕につきましてご報告をいたします。報告資料５をご覧ください。 

こちらにつきましては、本日訂正後のものをお配りさせていただいております。下段にオレ

ンジ色のマーカーが入っている資料でございます。 

こちらの集計結果は、昨年１１月に市内全小・中学校で実施しました「いじめ」実態調査の

結果でございます。対象期間は１０月１日から１１月３０日まででございます。 

資料左上段からご覧ください。 

初めに、Ａ法令上のいじめの認知件数のア、アンケートから認知した件数をご覧いただきま

すと、一番下になりますが小学校の合計が１，１２０件、中学校の合計が２３件であります。

アンケート以外から認知したいじめの件数を加えたウの合計は、小学校で１，１７８件、中学

校では４３件でありました。 

続きまして、Ｂ社会通念上のいじめの件数をご覧ください。小学校で１８件、中学校で１５

件となっております。 
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これらにつきましては、Ｃ対応状況にございますように、期間内に解消したものが小・中学

校合わせて１，１１２件、継続指導中が小学校で６６件、中学校で１４件でございます。 

これらいじめの発見のきっかけにつきましては、下の表Ｄにございますように、小学校では

アンケート調査による発見１，１２０件のほかに、学級担任が発見した件数２１件など、中学

校ではアンケート調査による発見２３件のほかに、本人からの訴えが８件となっております。 

報告につきましては以上でございます。 

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。 

【委員（大野）】 わかったらでいいんですけど、社会通念上のいじめの件数というのは、私た

ちがいう普通の社会通念上のいじめなんですね。例えば小学校でそれが１８件でしたね。今度

は発見のきっかけというところで、小学校の先生たちが発見した数が学級担任が２１件、学級

担任以外の先生が２件、スクールカウンセラー等が２件で、合わせると２５件ですよね。つま

り、学校の教育のプロたちが見て、これはいじめじゃないかというようなことで指導したりし

たケースが２５件。なんだけれども、最終的に社会通念上のいじめの件数（Ａの内数）の中の

小学校の合計が１８件ということは、２５引く１８の７件は先生たちがこれはいじめじゃない

かというふうに取り上げたものであるにもかかわらず、いじめじゃなかったということですよ

ね。それはどういう場合が考えられるのかなと。私、パッと考えたときに、少なくとも先生た

ちが発見した数というのは、社会通念上のいじめの件数（Ａの内数）の合計より少ないんじゃ

ないかなと思っていたら逆だったので、その７件というのは例えばどういうことが考えられる

のかなと思いまして。今ここでどうしても知らなきゃいけないという話ではないんですが、も

しこうじゃないかなというのがありましたら教えてもらえればなと思います。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 社会通念上のいじめというのが古いいじめの認識ということで

とらえておるんですけれども、こちらですと、例えば繰り返し行われるとかそういったような

ところで、以前であればこういう行為もいじめだということでとらえていたんですが、現在は

複数回でなくても一回でもいじめはいじめとなっておりますので、そういった点で担任、また

スクールカウンセラー、あるいは担任以外の教員がこれはいじめだという判断はしたけれども、

古いいじめの定義、社会通念上のいじめでいくと、そこまではいかないかなという判断になっ

てございます。 

【委員（大野）】 すみません、自分でも後でよく勉強してきます。 

【委員（手塚）】 中学生がアンケートでいじめられているんだというふうに書いてくれている

数が増えてきているように思うんですが、実際の数が増えているというだけじゃなくて、たぶ

んそういうふうに声を上げる子たちが増えてきたんだろうと思うんですが、何か今までと違う

ことがあって中学生がアンケートに出してくれるようになったというのはありますか。特にそ

ういった理由はないでしょうか。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 確かなところはわかりませんけれども、先ほどちょっとお話し
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させていただいた「ＳＯＳの出し方の教育」等も今年度始めておりまして、そういったところ

で子どもたちにも、相談していいんだよというところを各教員からも指導といいますか話をし

ておりますので、そういったところの効果もあるかもしれないというふうに捉えております。 

【教育長（岡田）】 ほかにはよろしいですか。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

６ 平成２９年度における児童・生徒の問題行動等の実態について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項６、平成２９年度における児童・生徒の問題行動等

の実態について、を説明いたします。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 続きまして、報告資料の６をご覧ください。平成２９年度にお

ける児童・生徒の問題行動等の実態について報告をさせていただきます。 

こちらの調査は毎年全国的に行われているものでございます。 

初めに暴力行為の発生件数の推移について、中段にございますグラフをご覧ください。グラ

フの右側に凡例がございますように、黒い棒グラフが青梅市の小学校、白い棒グラフが青梅市

の中学校となっております。 

グラフの一番右の平成２９年度、小学校の合計は７件、内訳は児童間暴力が２件、器物損壊

が３件、対教師暴力が１件となっており、昨年度とほぼ同数でございます。中学校の合計は  

２２件、内訳は生徒間暴力が１３件、器物損壊が５件、対教師暴力が２件、教師・自校の生徒

以外への対人暴力が２件となっております。昨年度との比較では合計１０件減少しております。 

続きまして、下段の「いじめ」の状況でございます。グラフは認知件数の推移を示しており

ます。平成２９年度は小学校が４３件で昨年度より増加し、中学校は１８件で減少しておりま

す。東京都全体では小学校が増加、中学校はやや増加の傾向でございます。 

グラフにはございませんが、いじめで最も多いものは、小・中学校ともに「冷やかしやから

かい」でありました。 

続いて、２枚目の資料をご覧ください。不登校の状況でございます。グラフは、不登校児童・

生徒数の出現率と学校復帰率を示しております。 

初めに中段のグラフ、不登校児童・生徒の出現率をご覧ください。本市の状況は棒グラフで

ございます。小学校は０．８２％で昨年度よりやや減少しておりますが、中学校は４．９５％

で昨年度より増加しております。折れ線グラフである東京都においては、小学校は横ばい、中

学校はやや増加でございます。 

下段のグラフをご覧ください。学校復帰率につきましては、棒グラフの本市の状況は、小学

校では増加、中学校では横ばいであります。折れ線グラフである東京都より高い復帰率となっ

ております。 

これらの暴力、いじめ、不登校等の問題行動への対応としまして、スクールカウンセラーを

活用しました校内相談体制の充実、または年間５回のいじめ防止強化月間、さらにスクールソ

ーシャルワーカーの活用や関係機関との連携など、今後も継続して学校への支援、指導・助言



21

を続けてまいります。 

報告は以上でございます。 

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。 

【委員（大野）】 １枚目の暴力行為で、グラフを見ますと平成２７年度の中学校が突出して多

いですね。この年はある特定の生徒さんが繰り返し壊したというのが多かったんですか。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 おっしゃったとおりで、特定の生徒が繰り返し行っておったた

め、平成２７年度は件数が多くなってございました。 

【教育長（岡田）】 では私から一つ。不登校のところで、学校への復帰率が東京都全体よりも

パーセントが高いんですけれど、これは何か理由があるんですか。適応指導教室に行っている

子とは限らないですよね、復帰ということは。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 適応指導教室に通っていらっしゃるお子さんは出席とカウント

ということになっておりますので、こちらの方には入ってございません。復帰率が高いことに

つきましては、やはり学校で担任等からの丁寧な家庭訪問ですとか電話連絡等が効果的であっ

たということは言われております。青梅市はスクールソーシャルワーカーが２人ですけれども、

丁寧に取り組んでいただいている状況はございます。 

【教育長（岡田）】 出現率も高いんだね。その分戻ってくると。 

【委員（稲葉）】 不登校の親がつくっている会「ロビンソンの会」主催の不登校についての講

演会に、去年初めて参加させていただきました。その不登校にかかわるスクールソーシャルワ

ーカーの方とか、児童相談所の方とか、プラスアルファ不登校を抱えた親御さんたちが出席さ

れての講演会で、その後でグループワークで親御さんたちの声、その声を聞いてどう感じたか

というふうなワークショップがあったんです。そういうところにも、教育委員なりが出向いて、

お母さんたちの生の声をお聞きするのはとてもよかったかなと思うんです。親は親なりに本当

に心配して、親のどこをただせば子どもが学校に行くのかどうかというところ、すごく悩んで

いらっしゃるので、みんなでその場で応援して、「頑張ってね」と言って解散したんですけど。

やっぱり子どもの実態もそうなんだけど、家庭における親がどれだけ気持ちをいため、そして

親自身も責めている、その状態をサポートしていく必要はあるかなと思います。親御さんたち

との話し合いも教育委員会としては大事にしていって、初めて復帰数が増えるのかなと。親の

問題は大きいですよということで講演会の先生からお聞きしているので、そこを優しい感じで

サポートできたらいいかなと思いました。 

以上、報告です。 

【委員（大野）】 特別支援教室が小学校の方で設置されて動き始めたわけですね。不登校の子

どもの中には、発達障害が多少原因して、その二次障害で不登校になっていくという子も中に

はいるんだろうと思うんですよ。そういう点で、特別支援教室というのは発達障害のある子ど

もたちにとっては大変ありがたい制度なんだろうと思うんです。そういう点で、特別支援教室
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ができたために不登校の子の数が多少減ってくるんじゃないかなと楽しみにしているんですけ

ど、そんな話というのはまだ何も聞こえてこないですか。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 特別支援教室が始まったこととの相関についてはまだわからな

いですけれども、委員おっしゃったように、発達障害で友達との人間関係がうまく築けずに不

登校に陥るケースも十分に考えられます。今、特別支援教室の小学校全校実施が今年度からス

タートしまして、その支援を受ける子どもの数も増えてきております。その分、子どももそう

ですけど、保護者の特別支援教育に関する認識も高まってきて、そのニーズも高まっておりま

すので、そのニーズにこたえられるように、各学校の方にも話をしていきたいというふうに考

えております。 

【委員（稲葉）】 特別支援教室ですけど、やはり効果はあります。親御さんたちから、行かせ

てよかったというところと、あと子どもがすごく変わってきています。落ち着いてきているし、

人の話も聞けるようになり、そして自分がどうされればそうなるのかの状況もきちっと自分で

把握できているようになっているので、先生方の努力のたまものだなと思いますし、親との接

し方も、親御さんともよく交流されているので子どもの成長が見えているんだなと思います。

なかなか他市には、全学校にそういう教室をおいているところは少ないと聞いていて、青梅市

は先端を行っているよねということを外に出ると聞きますので、あ、そうなんだと。いい感じ

の特別支援教室が運営されているなというのは、他のところで聞いているので、担当される先

生方には頑張ってほしいなと思います。 

【委員（手塚）】 別資料の方で長期欠席児童の報告が出ていたので、あわせて拝見していまし

た。一つは、不登校って原因が様々で、私も個人的にかかわる中では、本当に親御さんが心配

して悩んでしまっているパターンと、逆に親御さんが全く無関心でご家庭への助けが必要だな

というパターンと、あとそれこそ学習の方で行きたくないと、色々かと思います。今、青梅市

ではスクールソーシャルワーカーお２人が本当にきめ細やかな対応をなさってくださっている。

ただ、時間の限られている中でなので、こそっとですが、勤務日以外にも必要があればお会い

になっているという話も伺ったりします。特にご家庭の無関心が後ろにある場合というのは、

学校だけではどうにもならずにスクールソーシャルワーカーさんの手助けが必要かと思います。

その辺、実際に動かれているお２方の現状をよく伺って、例えばもう一人増やさなきゃいけな

いんじゃないかとか、そういった検討もしていただけるといいかなと思います。 

それから、不登校の表を見ると、１１月、中学校の子どもさんたちは結構多いなという中で、

一つ、学校訪問で新町中学校で校長先生が教室に入りづらいお子さんたちのお部屋を準備して、

そこに来られるというのを工夫してくださって、大学院生のサポートがあったりという形をし

ています。今、無理やり学校に来させないという中で、都心の方でしたら、そのかわりに行く

施設がいっぱいありますけれども、青梅ではフリースクールにしても、親がお金を払ってまで

行かせるとなるとなかなか難しい。そういう中で、学校の中にそういうゆるい空間があること

で戻れるお子さんがいるという意味では、ぜひ新町中学校の試みをしっかり見ていただいて、



23

できればそういった輪を広げて、そういうお子さんたちが学校という敷地の中でちょっと安心

して行ける場所があれば青梅の子どもたちも助かるんじゃないかなと思いました。 

それから、やっぱりどうしてもご家庭の無関心で学校に来られないというお子さんたち、目

にしたり耳にしたりすることもあります。そこは、スクールソーシャルワーカーさんの手助け

が絶対必要だよなと思うんですけれども、実際はやっぱり限界があるんだろうと思うので、そ

こにもう一歩、教育委員会の方で踏み込んでいければなと思います。 

【委員（大野）】 それと関連して、なかなか新町中学校の別室での指導で難しいのは、義務教

育で子どもの教育を受ける権利を考えたときに、きちんとした教育を受けなきゃいけないんで

すよね。つまり言い換えると、免許状を持った先生がそこにいないといけないんだけど、それ

がなかなかつけられないという面があるんじゃないかと思うんですよ。 

それにしてもおっしゃったとおりで、ああいう間の空間があると、子どもは来ます。来られ

る子はいるので、ぜひ増やしたいなと私も思うんですけど。特別支援教室はそれなりにちゃん

とした目的があるけれど、あの特別支援教室には何専門員といいましたっけ…。 

【教育指導担当主幹（拝原）】 特別支援教室には特別支援教室専門員が、都の方から週４日派

遣されます。 

【委員（大野）】 その専門員は、別に教員免許状がなくてもいいんだけれども、それにしても

そういう方が今度は週４日ぐらい常駐するわけです。しかも場所は、特別支援教室というのを

全部の中学校にこれから置くから。そこの場所を活用して、今おっしゃったようなことが、特

別支援を必要とする子の指導以外の子たちの、ある面での場所として活用できないかなと、私

思っているんです。そうなると、これから青梅市の教育委員会として、特別支援教室の機能を

きちんと果たしながら、プラスアルファでそこあたりができるかどうか、それにはどうしたら

いいのかというのも検討してみると、きっと手塚委員がおっしゃったようなことに近づくんじ

ゃないかなと、自分としては考えています。 

【教育長（岡田）】 いずれにしても、予算、マンパワーということが前提になりますね。 

ではよろしいですか。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

７ 青梅市文化交流センター内カフェ事業者の選定について（社会教育課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項７、青梅市文化交流センター内カフェ事業者の選定

について、を説明いたします。 

【社会教育課長（塚本）】 それでは、青梅市文化交流センター内カフェ事業者の選定について

ご説明させていただきます。 

青梅市文化交流センター内カフェ事業者選定委員会設置要綱にもとづき設置した選定委員会

において、応募事業者による企画提案書プレゼンテーションを実施し、提案内容等を評価し、

選定いたしました。 

まず１の経過ですが、１１月１５日から２９日までの間、広報、ホームページで告知を行い、
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事業者募集を行いました。１２月３日に募集説明会を行い、５事業者の参加がありました。そ

の後、１２月１７日までに参加申請書類の受付を行い、１２月２０日に申請団体（２事業者）

による企画提案書プレゼンテーションと選定委員会を開催し、事業者を決定いたしました。 

参加事業者は２の選定結果に記載した２社になります。１番の○○氏は○○で○○を経営さ

れている方です。２番の一般社団法人東京おうめＤＭＯは、青梅商工会議所内に事務所を構え

る、青梅市を中心とした西多摩エリアにおける地域活性化を目的とする法人で、新緑祭でご協

力いただいている○○さんが理事で参画しております。青梅市本町で「つぶあんカフェ」とい

うカフェの実績もございます。 

選定については、教育部長を委員長とし、社会教育課、企画政策課、子ども家庭支援課、商

工観光課から選出した委員５人による採点により行いました。委員１人の持ち点が１００点、

５人合計５００点満点で行い、２の選定結果にあるとおり、一般社団法人東京おうめＤＭＯに

決定いたしました。いずれも趣向を凝らした提案内容となっていましたが、手頃な価格や中心

市街地の活性化への寄与、高齢者の居場所づくりや子どもへの安全配慮の見守りといった提案

内容が選定委員に評価されたものと思っております。今後協定書を結び、準備を行っていただ

き、５月７日の文化交流センターの施設貸出開始にオープンしていただく予定です。なお、４

月末に予定をしております文化交流センターオープニングイベントにおいても、飲食販売を行

っていただき、イベントを盛り上げていただく予定としております。 

説明は以上です。 

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。 

【委員（手塚）】 これは何年契約とか、そういうのはあるんですか。 

【社会教育課長（塚本）】 ５年間の契約になります。 

【委員（榎本）】 採点の点数というのは、具体的な項目というのはあるのでしょうか。 

【教育長（岡田）】 どういうところで採点したか。 

【社会教育課長（塚本）】 評価項目につきましては、食堂経営の基本的な考え方、メニュープ

ラン、営業方式、従業員計画、食堂営業計画、安全衛生管理体制、収支計画、営業実績、基本

計画にかかわる取組、その他、提案全体を通しての完成度という９項目で評価しております。 

【教育長（岡田）】 一番わかりやすかったのは、メニューが大体、１番の方は５００円単価、

２番は３００円だったんです。そのあたりが。 

【社会教育課長（塚本）】 １番の方はメインに据えていたカレーが７００円とか、結構おしゃ

れな感じにできている、外からの観光客にうけるような、そういうふうな方向性でした。２番

の採用された方は、割と利用者が来やすく、気楽に使えるような、価格を抑えたメニューの設

定でございました。 

【教育長（岡田）】 新緑祭で毎年やっている業者ですので、一定程度の売上がコンスタントに

あって、長く続くことを期待するところでございます。 
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┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

８ 収蔵品台帳整備に伴う青梅市立美術館の臨時休館について（文化課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項８、収蔵品台帳整備に伴う青梅市立美術館の臨時休

館について、を説明いたします。 

【文化課長（北村）】 それでは、収蔵品台帳整備に伴う青梅市立美術館の臨時休館についてご

説明いたします。報告資料８をご覧いただきたいと存じます。 

まず、１の理由につきましては、本館の収蔵品台帳は、収蔵作品の作者名、作品名、制作年、

材質、寸法、保管場所等で構成されております。現在、基礎データを作成しておりますが、作

品の寸法や保存箱等の有無、取得先、作品名の読み方、保存箱の形状など、不明な項目がある

ことから、現物作品を調査し収蔵品台帳として整備するため、その作業期間を臨時休館とする

ものでございます。 

次に、２の臨時休館の期間につきましては、１月の小学校造形作品展の終了後、平成３１年

１月２９日から４月５日までとするものでございます。 

次に、３の臨時休館中に実施する作業内容および作業期間につきましては、（１）から（４）

までの各作業についてそれぞれの期間中に行う予定でございます。これらの作業は、昨年度か

ら来年度までの３カ年計画で、今年度は２年目となっております。 

最後に、４の休館日の周知方法につきましては、市の広報をはじめ青梅駅前の観光案内所や

かんぽの宿、郷土博物館、図書館、市民センターなど最寄りの関連施設に情報案内を行います。 

説明は以上でございます。 

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。 

【委員（手塚）】 これは今あるものを全部やり直すという形ですよね。その場合、これで集め

て整理したデータの公開の予定とか、寸法を測るときも例えば写真、映像データとして残して、

それもきちっとデータとして処理して見られるような形にする予定はないのでしょうか。 

【文化課長（北村）】 現在の作業につきましては、今まで収蔵品台帳というものが不完全なも

のでした。それによって何が問題かといいますと、例えば他の美術館から貸出の依頼とかあっ

たときに、その作品の写真とかを提供できないものが多くございます。それですと、やはり他

館への貸出についても支障をきたすということもありますので、そういったところも含めて作

業を現在行っているところでございます。 

また、今ご質問にありました映像データ、写真の公開につきましては、現在のところ、そこ

まで取り組む内容ではございませんが、今後そういった公開に向けても検討していきたいと考

えております。 

【委員（手塚）】 最終的には、色々な作品が見られるのが一番ですけど、著作権とか色々ある

のかもしれないですけれども、こういった作品がありますよというのが、例えば市のホームペ

ージからほかの美術館が閲覧できるようになれば、交流ももっと大きくなったりするんじゃな
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いかなというのを期待しまして、今後の取り組みとしてぜひ考えていただければなと思います。 

【教育長（岡田）】 一部は図録もあるんだよね。その辺も含めて。 

【文化課長（北村）】 現在、展示会の図録や、収蔵品の目録も完全ではありませんけど部分的

に刊行しておりまして、そういったものをこれから刊行するか、そういったデータで公開する

という方法でやるかというところも含めて、今後考えていきたいと思っております。 

【委員（手塚）】 例えばメトロポリタン美術館なんかですと、グーグルと組んで、すごい解像

度で絵画も全部やっていて、家からオオッという感じで見られることもあって、そういう時代

になってきているのかなというのもあるので、せっかく今回こうやってデータをとるのであれ

ば、その第一段階としての利用が今後できるような形で残していただければなと思います。 

【委員（大野）】 ぜひつくってください。市民がみんな喜ぶと思います。 

【教育長（岡田）】 よろしいですか。 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

９ 諸報告

(１) 委員会等会議録 

     ア 青梅市社会教育委員会議会議録（社会教育課） 

     イ 青梅市図書館運営協議会会議録（社会教育課） 

     ウ 青梅市美術館運営委員会会議録（文化課） 

（２） 事業等の実施予定について 

      ア 生涯学習事業実施予定について（社会教育課・文化課） 

（３） 事業等の実施結果について 

      ア 第１４回青梅市小・中学生主張大会について（教育指導担当） 

イ サタデークラスの実施状況（１０、１１月）について（教育指導担当） 

ウ 長期欠席児童・生徒の状況（１０、１１月）について（教育指導担当） 

エ 生涯学習事業実施結果について（社会教育課・文化課） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項９、諸報告ですが、あらかじめ各委員には事前にお

目通しいただいておりますので、何かご質問、ご意見等ございましたらお願いいたします。

【委員（大野）】 感想です。図書館の報告書の内容から感じたことなので、書いてあることそ

のものについてではないんですけれども。学校司書を配置して、それぞれの学校の図書館はだ

いぶ使いやすくなってきているなという印象を持っているんですけれども。小学校の外国語活

動とか、それから小学校５・６年生の外国語ですね。あれは週２時間入れてきた関係で、小学

校で今やっている授業時数が足りなくなるから、先ほどもちょっと資料があったんだけれども、

年間３５時間で、４５分を１５分ずつに分けて、朝の時間などでやってもいいんですよとなっ

ています。せっかく朝読書などをやっているのに、英語の学習も大切なんだけれども、そうい

うことで子どもたちの読書量が減ってしまうのは心配だなと。学校図書館を充実させようとし

て今一生懸命やっているところにもってきて、そういう逆の流れが学校の教育課程の中で出て
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くるのは心配だなということを、これを見てちょっと思いました。学校がどういうふうにしよ

うとしているのか、私よくわかっていないので、杞憂に終わるといいんですけれども。

 以上です。

【教育長（岡田）】 ありがとうございます。

ほかにご質問、ご意見いかがでしょうか。よろしいですか。

それでは以上で教育長報告事項は終了といたします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第４ 協議事項 

１ いじめによる重大事態の判断について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項に移ります。

協議事項１を議題といたします。いじめによる重大事態の判断について、を説明いたします。

【教育指導担当主幹（拝原）】 それでは、協議資料１、いじめによる重大事態の判断について

（案）をご覧ください。

こちらは、１１月２日の教育委員会定例会においてご協議いただいた際に、重大な被害が生

じた場合の相当期間の欠席を余儀なくされた場合の重大事態について、分けて示すようご意見

をいただきましたので、改めてご協議いただきたく存じます。

初めに、１枚目の資料、【１】児童・生徒の死亡事故発生時の上段の方からご覧ください。死

亡事故が発生した際には、右側の四角の中にございますように、学校は、事故発生の第一報の

後、既存のアンケート調査等、当該児童・生徒の情報を提出いたします。その情報をもとに教

育委員会では臨時教育委員会を開催し、その以下の流れによって、いじめによる重大事態か否

かについて判断をしていただきます。こちらの流れにつきましては、前回と同様でございます。

続きまして、２枚目の【２】重大な被害が生じた時、またはその疑いがいがある場合、をご

覧ください。１枚目の死亡事故が発生した場合と同様に、重大事態が生じた原因としまして、

「いじめが原因ではない」と断定できる場合、また「いじめが原因でないと断定はできず、疑

いがある」場合、または「いじめが原因である」場合、この３つのいずれかについて判断いた

だきます。一番右の「いじめが原因である」場合と、真ん中の「いじめが原因の疑いがある」

場合については、いじめによる重大事態と捉えて、青梅市教育委員会いじめ問題対策委員会に

諮問し答申を受けます。一番左の「いじめが原因ではない」と判断した場合についても、本人

や保護者からの申立てがあった場合については、重大事態と捉えて、青梅市教育委員会いじめ

問題対策委員会に諮問し答申を受けます。

なお、「重大な被害」の例としましては、資料下段に文部科学省の方針をお示ししております。

続きまして、３枚目の【３】相当期間の欠席を余儀なくされた時、またはその疑いがある場

合、をご覧ください。こちらも１枚目、２枚目と同様に、相当の期間欠席が生じた原因として、

「いじめが原因ではない」と断定できる場合、または「いじめが原因ではないと断定できず、

疑いがある」場合、または「いじめが原因である」場合の３つのいずれかに判断をしていただ
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きます。一番右の「いじめが原因である」場合と、真ん中の「いじめが原因の疑いがある」場

合については、いじめによる重大事態と捉えて、先ほどと同じように青梅市教育委員会いじめ

問題対策委員会に諮問し答申を受けます。また、一番左につきましても同様に、「いじめが原因

ではない」と判断した場合についても、本人や保護者からの申立てがあった場合については、

重大事態と捉えて、青梅市教育委員会いじめ問題対策委員会に諮問し答申を受けます。

なお、「相当期間の欠席」の目安としましては、資料下段に文部科学省の方針をお示ししてお

りますように、年間３０日を目安としております。

説明は以上でございます。いじめによる重大事態の判断について、よろしくご協議いただき、

ご承認賜りますようお願いいたします。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（手塚）】 各ページの下の方の太い矢印は、私たち教育委員会がいじめ問題対策委員会

に諮問するということですよね。保護者のかかわりとしては、あくまでも一番左側の申立てが

あるという動きだけで、ほかは教育委員会の中でここまでは判断して、そして対策委員会に出

すということでよろしいわけですね。

【教育指導担当主幹（拝原）】 おっしゃられたとおりでございます。

【委員（榎本）】 死亡事故発生時には必ず臨時教育委員会を開催するというのは、決定事項な

んでしょうか。ちょっとわからないところがあって。あと、「いじめによる重大事態と捉える」

というその判断を、臨時教育委員会で決定するということなんでしょうか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 これまで重大事態と捉えるか捉えないかといった経緯の判断が、

いつどこでなされたのかということが不明確な面がございましたので、それに該当するような

案件が出てきた場合には、教育委員会の会議の中で判断をしていただいて、その判断によって

その後の対応を考えていくといったことで考えております。

【教育長（岡田）】 市内の公立の小中学校に在籍している児童・生徒が亡くなった場合には、

まずは臨時の教育委員会を開きます。はっきりその時点で死亡の原因がわかればそうですし、

わからなくても一応第一報後にまずはやった上で、その理由がわかり次第さらに２回目、３回

目の臨時教育委員会を開いて内容を精査した上で、その死亡の背景にいじめの疑いがあるかど

うかを判断した上で、その先へ進めるというふうな形になるかと思います。

直近では、対外試合に行った帰りに自転車で交通事故に遭ったケース、鉄道事故に遭ったケ

ース、その前は第一小学校で水泳指導中に排水口で亡くなったケースなどが過去市内にありま

す。そういったことも含めて、死亡事故の発生時には報告も含めて臨時の教育委員会を開催し

ていきたいと思っております。

【委員（稲葉）】 「いじめが原因ではない」ということで、「本人・保護者からの申立て」あ

りというところなんでけれど、これは期間は無制限という形ですか。例えば１年後に、どう考

えてもやっぱり納得できないよねということはあり得ると思うので、異議申立てはいつでもな
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さっていいですよという形で無制限なものなんでしょうか。例えばそれを制限するとか、そう

いうことはないのでしょうか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 特に期限等は設けてございません。

【委員（大野）】 例えば３番（１番、２番も同様ですが）、黒地に白抜きの字で書いてある「い

じめによる重大事態と捉える」というところですけど、これは矢印の前の段階があったら自動

的に、つまり判断も何もなしで「捉える」というふうなこととしてつくられているのか。また

はさっきの榎本委員からの質問と関連するんだけれども、当然臨時の教育委員会を開きますね。

その判断は、「重大事態と捉える」という判断を臨時の教育委員会でする。つまり、しない場合

もあるという捉え方の黒枠なのか。太い矢印のところに臨時の教育委員会というのを入れたと

するならば、そこも当然入れるなら入れるんでしょうが、諮問する場合は教育委員会から諮問

するわけなので、開かなきゃいけないわけですよね。つまり、黒い太い矢印のところは当然教

育委員会や臨時会で検討して諮問するかどうか決めるわけですね。その前の、「いじめによる重

大事態と捉える」という判断のところは、臨時の教育委員会はするのかしないのか。つまり自

動的なのか。というあたりについては、この案をおつくりになったところではどういうふうな

判断だったんでしょうか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 こちらにつきましては、例えば今おっしゃられた３番の「相当

期間の欠席を余儀なくされた時、またはその疑いがある場合」には、最初の３つに分かれてい

る矢印のところから教育委員会の方で判断をしていただくという形で、そこで「いじめが原因

の疑いがある」というふうにご判断いただいた場合には、自動的に「重大事態と捉える」とい

うことになっております。こちらの方は、方針の方にも「疑いがある場合は重大事態と捉える」

ということが示されておりますので、それを明記した形になっております。

【教育長（岡田）】 何らかのデータとか色々な資料を集めた上で協議するわけですけれども、

その資料でご判断できない場合には、さらに学校側からもっと様々な資料をもらった上で、慎

重に判断していくんじゃないかなと思うんです。そういう事案のときに、欠席の状況自体はす

ぐ資料が集まりますけれども、何らかの家庭とのやりとり、あるいは児童・生徒のやりとりと

いったものもあれば、そういったものも読んだり、また担任やスクールカウンセラーも入って

いれば、そういった人との面接記録なども含めて、総合的に判断されていくんじゃないかなと

思います。また、場合によれば、ご家族の方、保護者のお話を聞きながらとなっていくと思い

ます、この欠席を余儀なくされたというのは。

【委員（大野）】 「いじめによる重大事態と捉える」という枠のところ、または「いじめによ

る重大事態である」というのは判断ですよね。これは教育委員会の臨時委員会が判断するのか、

または「いじめが原因の疑いがある」とか、「いじめが原因である」とか、「保護者からの申立

て」があるということで、もう自動的に「いじめによる重大事態と捉える」ということなんで

すよと。そういうことがあったら自動的に。それを受けて教育委員会がいじめ問題対策委員会

に、これについて調査してほしいと諮問するのか。この「いじめによる重大事態と捉える」は
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教育委員会が判断するのか、自動的なのか、どちらなのでしょうねということです。

【教育長（岡田）】 条例上は、教育委員会が重大な背景があると認めたときとか、そういう表

現ですね。そういう場合に諮問するという形です。重大事態のところの条例の表現、第２５条

第１項だったと思うんだけど、ちょっと読んでもらえますか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 青梅市いじめの防止に関する条例の第２５条でございますが、

「委員会は、次に掲げる場合には、その事態に対処し、および当該重大事態と同種の事態の発

生の防止に資するため、速やかに、対策委員会に対し、質問票の使用その他の適切な方法によ

り当該重大事態にかかる事実関係を明確にするための調査等について諮問し、その答申を受け

るものとする」となっておりまして、（１）として、「いじめにより当該学校に在籍する児童等

の生命、心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき」、（２）「いじめにより

当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある

と認めるとき」、このようになってございます。

【教育長（岡田）】 今のところを判断するわけですね。その上で、具体的な調査は教育委員会

ではできませんので、具体的な調査を対策委員会に諮問して答申してもらうという流れです。

【委員（大野）】 つまり、私が質問した理由ですけど、この図は当然そのまま公表されるわけ

ですね。そうすると、教育委員会が、今のような話のところで判断するんですよと。つまり、

いじめによる重大事態と判断をここでしますよというふうなことが書かれていないと、これを

見ただけの人は、教育委員会はとにかく先ほど私がお話ししたように、例えば保護者からの申

立てがあったらもう必ずいじめによる重大事態ですよ、したがって教育委員会はいじめ問題対

策委員会に諮問するんですよ、というふうに捉える方がいると思うんですよね。それでいいの

かな。

【教育指導担当主幹（拝原）】 １枚目を見ていただきますと、一番最初の表題が「いじめによ

る重大事態の判断について」ということで、これはもうすべて教育委員会の意思決定過程とい

うことで、その【１】【２】【３】ということでお示しさせていただいていますので、すべて教

育委員会での決定過程ということで考えてございます。

【委員（榎本）】 ３番の「相当期間の欠席を余儀なくされた時」というのは、今これに該当す

るような事例はないのでしょうか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 先ほど資料にございましたように、本市では不登校の児童・生

徒は他市に比べますと多い傾向はございます。それに関して、欠席の場合には保護者から欠席

の理由等について報告があるんですが、現在のところはこちらに該当するものはございません。

ただ、ちょっと懸念しておりますのは、不登校の児童・生徒が多くございますので、そちらの

方から３のケースに該当するものの報告が出る可能性はあるかなというふうには考えてござい

ます。そちらについては、法ですとか方針等に明記されていますので、丁寧に対応していく必

要があるのかなというふうに考えております。

【委員（手塚）】 たぶん中学生とかって、ふだんの生活の中でいじめられていてもなかなか言
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わないでしょうし、何かあったときに私たちが判断をしなければいけないんですけれども、私

たちのところに詳細な情報があって判断ができるようにするためには、やっぱり丁寧なリサー

チをしていただいて考えたいというところがあります。丁寧に調べれば、今の学校生活の中で

いじめの定義に当てはまるようなことを全く経験しないというお子さんて、ほぼほぼいないん

じゃないかなと思うんですよね。そうなったときに、私が教育委員として判断するとき、大野

先生がおっしゃった判断をするときに、そういう詳細な情報をどのタイミングでどう得られる

のかというのがわかっていないと、教育委員としてこの中に加わって判断をするというときに

不安だなというところ、見落としちゃいけないということに対する不安感があります。教育委

員としてあるいは教育委員会として、大野先生がおっしゃったように、どのポイントで協議を

する、情報を得るというのがわかっていないと、自分としてかかわりづらいというか。

例えば、死亡された生徒さん、児童さんが出た場合には、死亡事故発生の段階で、既存のア

ンケートには全く何も出てませんよという情報を私たちがいただいたときに、この３つの選択

肢の中で、じゃあどれを選ぶのと言われたときに、真ん中にせざるを得ない。例えば交通事故

だよ、病気だよという中でも、そういう辛さを抱えていたんですということ、それは保護者の

方から、あったら言えばいいと思うんですけど、保護者の方すら知らない場合もある。例えば

今までのいじめの大きな事件になったときにも、何百万もとられているのに保護者の方が全然

気がつかなかったり、死を選ぶという前日にもわからなかったというようなことを聞くと…。

ごめんなさい、まとまらないんですけれども。

【教育長（岡田）】 どういうケースが具体的に起こるのか、ここでわかりませんので、即断は

できないと思うんですけれども、やはり色々な報告が教育委員会にあがってまいりますので、

そういった中でこれはきちっと調査すべきかどうかというところは…。それこそ１００人を超

える不登校の児童・生徒が、特に中学校だとおりますけれども、それらの背景として、いじめ

が要因で登校できないのか、その他の要因で登校できないのかというのは各学校把握しており

ます。その中で必要があれば、【３】に該当するようなものがあれば、臨時あるいは通常の教育

委員会の中でこういう事案がありますけどもということで協議をしていただいて、ご判断をい

ただくようになるかと思います。毎月毎月発生するようなことはないかなと思っておりますけ

れども。

【委員（大野）】 一つの案ですけど、いじめの疑いがあったら、それは教育委員会の方で諮問

していくわけですよね。で、「保護者からの申立て」というところの「あり」の矢印の先なんだ

けど、これはことによると真ん中の列の一つ上の「いじめが原因の疑いがある」という方へ行

くと、多少すっきりするのかなと思ったんです。つまり、教育委員会はいじめが原因の疑いが

あったら、もうそれは重大事態として捉えましょう、で諮問しましょうということですよね。

疑いがあれば重大事態として捉えて諮問するんです。だから、「本人・保護者からの申立て」で

重大事態というんじゃなくて、「本人・保護者からの申立て」があるということは、「いじめが

原因の疑いがある」ということであるので、そこで教育委員会の判断で「いじめによる重大事
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態と捉える」と、こういうふうに入ってくるんじゃないのかなと。つまり、矢印が右上にあが

るということはどうなんですかね。同じことかな。

【教育長（岡田）】 ３の場合ですね。１番の場合は、一番右にいかなきゃいけない。

【委員（大野）】 ２番、３番のあたりは、その真ん中のところへいく。

【教育指導担当主幹（拝原）】 この資料なんですけれども、まずは死亡事故であり、重大な被

害または相当期間の欠席が発生して、３つの段階にご判断いただいて、例えば「本人・保護者

からの申立て」というのは、いじめが原因である場合も申立てはあると思うんですね。そうい

う申立てがあった上で「いじめが原因である」と判断する場合もありますけれども、基本方針

の方にも教育委員会がいじめが原因ではないと判断した場合であっても、保護者や児童から申

立てがあれば重大事態と捉えなさいよということですので、その中でこっちに戻ってくる。一

回おりても、また申立てがあれば捉えなさいよということがありますので、それに沿ってつく

らせていただいております。

【委員（大野）】 もう自動的なんですね。そうですね。余計なことを言いましてすみません。

やっぱりこれでいいのか。

【委員（手塚）】 一番最初の３つに分かれるところで、私たちはすごく慎重に、調査をしてい

ただいたデータをいただいて判断をするということなわけですよね。

【教育長（岡田）】 もちろんそうですね。

よろしいでしょうか。議論を重ねてきたところでございますけれども。この問題は一人一人

の児童・生徒の重大なことですので、一つのそれに伴う判断材料ということでありますので、

扱いについてはこれからも慎重に扱っていきたいと思っております。

【教育部長（渡辺）】 今、手塚委員からもありましたように、最初の判断がございます。そこ

を判断して、重大事態と捉えるところでありますけれども、その後にいじめ問題対策委員会を

設置します。このいじめ問題対策委員会がさらにもう一度学校に調査します。それで本当に重

大事態なのか、重大事態と捉えるのか、いじめじゃないのか、それを判断する機会が一番下の

ところでございますので、まず第一義的には教育委員会の中でご判断いただきますが、その専

門機関の中でまた判断すると、そういった流れになっております。

【委員（手塚）】 例えば、死亡事故が発生した時点で、私たちが前回のように学校からの既存

のアンケートにもそういった記載が全くなかったという情報をいただいてしまうと…あ、でも

それで「原因が不明」という方を選べばいいというわけですね。それで調べていただけるとい

うことになるわけですね。

【教育長（岡田）】 そうですね。

【委員（手塚）】 それでしたら安心です。ありがとうございます。

【教育長（岡田）】 反省も含めて慎重に。できるだけ資料を収集した上で、最終判断は納得の

いくまで出さないという形で慎重に対応したいとは思います。

よろしいですか。
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それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、いじめによる重大事態の判断について、は

承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

２ 青梅市いじめの防止に関する条例第２５条の規定にもとづく重大事態の青梅市長への報告

について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項２を議題といたします。青梅市いじめの防止に関する条例

第２５条の規定にもとづく重大事態の青梅市長への報告について、を説明いたします。

【教育指導担当主幹（拝原）】 続きまして、協議資料２、青梅市いじめの防止に関する条例第

２５条の規定にもとづく重大事態の青梅市長への報告について、をご覧ください。

こちらは、青梅市教育委員会いじめ問題対策委員会の調査部会から、平成２９年２月２７日

に出された報告書を市長に報告する際に添付する教育委員会としての所見であります。

初めに、平成２７年８月２５日の事故発生から報告書の作成、公表に至るまでの概要をまと

めてございます。

続きまして、資料下段２の重大事態の認定についてでありますが、平成３０年１０月５日開

催の教育委員会定例会で本事案を正式に重大事態として捉えたことをお示ししてございます。

続きまして、裏面をご覧ください。本事案を重大事態と捉えたことを受け、青梅市いじめの

防止に関する条例にもとづき、報告書を答申として市長へ報告することを示しております。

最後に、４報告書を受けての教育委員会の対応についてであります。教育委員会としまして

は、報告書に示された提言にもとづいたいじめ防止の取り組みについて示しております。２枚

目、３枚目の資料がそれを示すものであります。

本件につきましては、平成３０年７月６日と８月１７日の教育委員会定例会でご協議いただ

き、８月１７日に承認いただいたもので、各学校長には９月５日の校長会で周知しております。

青梅市いじめの防止に関する条例第２５条の規定にもとづく重大事態の青梅市長への報告に

ついて、よろしくご協議いただき、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

市長への報告はどうしたんでしょうか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 市長への報告につきましては、ご遺族の方からの所見はきてお

りますので、それと教育委員会としての所見を添えた上で、正式には市長の方に提出するとい

うことになります。

【教育長（岡田）】 では、今日の決定を踏まえて報告するという形ですね。

【教育指導担当主幹（拝原）】 はい。
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【教育長（岡田）】 そういう流れでございます。何かご意見、ご質問ありましたらお願いいた

します。

よろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、青梅市いじめの防止に関する条例第２５条

の規定にもとづく重大事態の青梅市長への報告について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

３ 平成３１年度青梅市学力向上対策事業実施要綱の制定について（教育指導担当） 

【教育長（岡田）】 次に、協議事項３を議題といたします。平成３１年度青梅市学力向上対策

事業実施要綱の制定について、を説明いたします。

【教育指導担当主幹（拝原）】 続きまして、平成３１年度青梅市学力向上対策事業実施要綱の

制定についてご説明申し上げます。

協議資料３をご覧ください。今年度から新しくスタートしましたサタデークラスおよび各学

校で放課後等に実施しておりますステップアップクラスに関する要綱でございます。

平成３１年度につきましては、１枚おめくりいただきました平成３１年度青梅市学力向上対

策事業実施要綱を設置してよろしいかお伺いします。

１の制定の理由についてでございますが、青梅市に住所を有する児童・生徒の学習を促すこ

とにより、その学力の向上を図るため、学力向上対策事業に関し必要な事項を定めようとする

ものでございます。

２の制定の内容をご覧ください。（１）実施主体、（２）事業内容、（３）対象者、（４）指導

員についてであります。詳細につきましては、資料を１枚おめくりいただいた実施要綱をご覧

ください。

１の目的につきましては、先ほどの資料にございました１の制定の理由と同じであります。

２の実施主体は教育委員会でございます。しかし、事業の全部または一部を業者に委任・委

託することができるとしております。

３の事業の内容につきましては、今年度と同様に、教育課程時間外の土曜日または放課後等

に算数、数学、国語の内容について、自学を基本として復習等の支援をするとしております。

サタデークラスにつきましては、今年度の１０回から２０回に回数を増やして実施する予定で

ございます。

４の実施場所につきましては、青梅市民センターが文化交流センター（通称たまぐーセンタ

ー）の中に入ることに伴いまして、青梅市民センターの開催分は文化交流センターでの開催と

なります。

以下、５対象者、６実施期間、７指導員、１枚おめくりいただきまして８事務局、９その他
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につきまして変更はございません。

１０の実施の期日は、平成３１年４月１日からとなっております。

説明は以上となります。よろしくご協議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（大野）】 サタデークラスのことを今お話しになりましたね。それから放課後、理科実

験室みたいにしてこられましたね。これまでの事業で、こういう名称、学力向上対策事業とい

う名称が出たのは、今回が初めてですか、前からですか。その関係が全然見えないので、もう

ちょっと今までとの関連、そしてこの事業はどういうところから。例えば、これは東京都との

関連などはあるんですか。それから、せんだっての教育費予算の編成についてもうすでに承認

されている資料も別にきていますけど、ここに書かれているような事業の重点施策との関連は

何なのか、イメージが浮かぶようにもう一回、申しわけないですが、ご説明いただけますか。

【教育指導担当主幹（拝原）】 今委員がおっしゃいました放課後に実施するものはステップア

ップクラスという名称にしております。こちらは東京都から、昨年度までは学力向上ステップ

アップ推進地域指定事業というもので、３年間の期限つきで予算の補助をいただいていたもの

ですが、そちらは今年度からなくなっておりまして、それで名称の方が変更ということになっ

ております。内容的には平成２９年度まで実施しておりましたステップアップの方はそのまま

ステップアップクラスというふうに名前だけ変更させていただいておりますが、事業内容につ

いてはほぼ同様でございます。また、青梅サタデースクールと呼んでいたものが、今回そうい

った経緯もありまして、サタデークラスというふうに名称が変わってございます。

【指導室長（中嶋）】 少し補足をさせていただきますと、東京都の「地域未来塾」という事業

がございまして、そちらからの予算を両方ともいただいているものですから、一つの事業とし

てこれを見ていくことで、市の中でそれを振り分けて使うという方向になりますので、そうい

った意味で今回ここでまとめさせていただいております。

【委員（大野）】 ということは、この事業は東京都「地域未来塾」という名称で東京都からの

補助金がきていて、それで賄うということですか。

【教育長（岡田）】 東京都は大体３年以内に補助金はころころ変わってしまいますので、その

都度、名称が変わったりします。また３年たつと、対象が１０自治体だけですので青梅市が必

ずその予算をもらえるとは限りません。２６市２３区という４９の市と区がありますので、そ

のうち１０自治体ぐらいが選抜されます。予算がとれたときにはそれを活用するし、そうでな

いときは市の一般財源を活用して実施ということです。今年度は市の事業で実施しようとした

ところ、後から一部都の補助金も加わったので、市の持ち出し分が少なく済んだという背景が

あります。昨年までは１，１９０万円分のステップアップ地域推進事業があったので、そのま

ま１，１９０万円を使えたんですけれども、今年は８００万円と規模は減りましたけれども、

一部「未来塾」の補助金と市の予算でやっているところがございます。
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┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 会議の途中ですが、会議時間は午後４時までとなっております。ここで時

間延長したいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、時間延長することに決定いたしました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 それでは、大野委員お願いします。

【委員（大野）】 ということは、つまりこの事業は放課後のステップアップクラスとサタデー

クラスの２つをカバーしているということで、ステップアップクラスというのは指導員の方は

市の方で、学校の方で色々な人を探して来ていただいていますね。サタデークラスの方は「ト

ライ」にやっていただいていると。これはそのまま継続で、これに加えてしていくということ

ですね。

それからもう一つ、サタデークラスの回数を２倍にするというお話でしたけど。

【教育長（岡田）】 今年度は月１回、延べ１０回なんですけど、新年度は月２回、２０回分の

予算要求をしたのかな。

【指導室長（中嶋）】 今回実施したところ、報告資料にもありますとおり、かなり出席率がい

いものですから、財政当局もなかなかいい状況だと判断してくださっていますので、そういう

意味もあわせて倍増していく要求をしているところです。

【教育長（岡田）】 青梅と立川だけでやっている高校進学の、中学３年生の進学に特化したも

の、あれはこの要綱ではなくて別にやっているわけですね。

【指導室長（中嶋）】 はい。

【教育長（岡田）】 よろしいでしょうか。

それでは、協議事項ですのでお諮りいたします。

本件を承認することにご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、平成３１年度青梅市学力向上対策事業実施

要綱の制定について、は承認されました。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

再 日程第３ 教育長報告事項 

１ 青梅市教育委員会事務委任規則第３条にもとづく専決処分の報告について（教育総務課・指

導室） 

【教育長（岡田）】 次に、教育長報告事項１、青梅市教育委員会事務委任規則第３条にもとづ

く専決処分の報告について、を議題といたします。

本件は、青梅市教育委員会事務局職員および青梅市立小・中学校教員の人事異動の決定に関

し、青梅市教育委員会事務委任規則第２条の規定にもとづき、教育長の臨時代理をもって専決
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処分をした事案について、規則第３条の規定にもとづく報告であります。

本件は、人事案件であることから、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１４条第７

項および同条第８項の規定にもとづき、非公開としたいと思いますが、ご異議ございませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

【教育長（岡田）】 異議なしと認めます。よって、出席議員の３分の２以上の多数で議決しま

したので、非公開とすることに決定いたしました。

ここで関係する職員以外の方の退席を求めます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【非公開】 

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【公開】

【教育長（岡田）】 ここから会議を公開といたします。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 次に、前回第９回定例会において承認されました「平成３１年度教育費予

算の編成について」の中で、「平成３１年度青梅市教育委員会の重点施策」をご説明し、大野委

員から「新規の事業について詳しく内容を知りたい」というご意見をいただきましたので、本

日各担当課長から新規事業について説明いたしたいと存じます。

机上に、前回承認されました「平成３１年度教育費予算の編成について」を配付しておりま

すので、こちらをご覧ください。なお、前回の会議で承認されておりますので、資料中の「（案）」

は取消線で処理させていただいております。

【教育部長（渡辺）】 初めに、私からは教育総務課分を説明させていただきます。

平成３１年度教育費予算の編成についての別紙３、平成３１年度青梅市教育委員会の重点施

策の６ページをご覧いただきたいと思います。

（１８）学校施設の安全対策等の推進でございます。学校施設の老朽化や安全管理への対応、

環境衛生面の充実等を考慮いたしまして、３１年度の新たな取組として、④小・中学校高圧受

電設備の改修の推進を進めてまいります。具体的な内容といたしましては、河辺小学校、霞台

小学校、第七中学校、霞台中学校の小・中学校４校のキュービクル（受電変電設備）の故障に

よって周辺地域を長時間停電させてしまう事故を防止するための装置であります負荷開閉器

（ＰＡＳ）が設置以来３０年以上経過しておりまして、経年劣化に伴う防止のために予算計上

をしていくものでございます。

次に、⑤小・中学校特別教室の熱中症対策を推進してまいります。内容といたしましては、

小学校の特別教室空調設備のための設計委託の計画的な実施、成木小学校の特別教室の空調設

備工事の実施、市内各小・中学校へ移動式の冷風機（スポットクーラー）を１校につき２台ず

つ配備し、熱中症防止対策のための予算を計上していくものでございます。

教育総務課分につきましては以上でございます。
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【指導室長（中嶋）】 それでは、指導室分をご説明いたします。

最初に、２ページをご覧ください。⑤スタディ・アシストモデル地区事業の実施、⑥学校司

書の全校配置、こちらは両方とも本年度から実施しておりまして、⑤スタディ・アシストモデ

ル地区事業の方は東京都のモデル事業で、先ほど教育長からもありましたけれど、立川市と青

梅市の２市のみで実施しているものです。中学３年生の受験対策といった内容で特化して行う

というものでありまして、こちらも「トライ」にお願いしました。夏休み後半からスタートし

まして、２月２日が最後になりますが、全１４回実施するということになっております。現在

確認できているところでは、全校で８５名参加しているというところです。結果が入試に関連

してどういうふうにあらわれるかというところが課題ではありますが、来年度に向けてはまだ

まだ余裕がありますので、受講者を増やす。今年やっているので、こういうふうにやってくれ

るんだなという思いで、たぶん来年はもうちょっと増えるんじゃないかと思うんですけれど、

倍増できたらなと考えております。

【委員（手塚）】 申込みの際の規約で、普通だと収入で切られたりとかあるんですが、そうい

うのは全くないんですか。

【指導室長（中嶋）】 ないです。

【委員（手塚）】 親が書類を書きさえすればということですか。

【指導室長（中嶋）】 そういうことです。

【委員（大野）】 どこでやっているんですか。

【指導室長（中嶋）】 学校でやることが多いようですね。放課後そのまま残ってできるという

ことです。

【委員（手塚）】 お母さんたち、知っているのかなぁ。

【指導室長（中嶋）】 一応資料は配布はしているんですけれど。

【委員（手塚）】 プリント届かないんですよね、うちもそうなんですが。

【指導室長（中嶋）】 あと、数回市民センター等を使って集まってということも行っています。

それから⑥の学校司書の全校配置については、これはご承知のことだと思いますので、引き

続き行うことになっております。

続いて、４ページの部活動指導員の活用ということで、こちらも都の予算の補助をいただい

て実施しているものです。現在のところ９名でスタートしておりますが、こちらはまだ予算に

余裕がありますので、増やしていきたいと考えているところです。指導員だけで引率ができる

という制度ですので、活用していきたいなと思っております。

続いて５ページ、（１３）学校における働き方改革の取組。具体的な取組の①学校閉庁日の継

続ということで、来年度についても同じくらいの時期、８月１３から１６日まで、今回は４日

間（１日山の日が入る週なんですけど）ありますので、そのうちから３日選んで行ってくださ

いということで話しています。

それから、②校務支援システムの活用については、何名かの委員さんは説明を受けられたと
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思うんですけれど、学校の情報化、色々な成績であるとか出席であるとか、そういったものを

コンピュータ上で管理していく、教員の負担軽減をしていくというものになります。

③出退勤管理システムの活用、こちらもＩＣカードを使って出退勤を管理していくもので、

出勤簿等もそれでできるようにしていく考えではあります。また、休暇・職免等処理簿とかあ

るんですけれども、そういったものもできる限りやっていきたいと考えているところです。

④学校マネジメント強化モデル事業嘱託職員の任用継続、こちらも３年目になりますが、副

校長補佐、学校支援補佐ということで入っていただいています。本当に好評ですが、東京都の

方のモデルを２年で来年度で一応区切って、そこで次の本格実施となるんですけれど、スクー

ル・サポート・スタッフの方が安く、しかも好評であるということで、予算がどうもそちらに

流れそうな気配があります。ただ、いただいている範囲の中では、活用していきたいなと考え

ています。

それから前にも言ったスクール・サポート・スタッフですけれど、東京都の方は本当に勢い

づいていまして、規模の大きいところについては１校２名配置も考えていくという話がありま

すので、応募していきたいなと思っているところです。

以上です。

【学校給食センター所長（渡部）】 学校給食センターからは２点ご説明いたします。

３ページをご覧ください。上段の囲みを見ていただきたいと思います。

まず、③学校給食センター藤橋調理場への調理の一本化でありますが、施設の老朽化が著し

い根ヶ布調理場を休止し、平成３１年９月の２学期からは、先ほど教育長からお話もあったと

おり、第二小学校を除く全ての学校給食の調理を藤橋調理場で行います。具体的には、１学期

の給食調理が終了いたしました７月１９日以降から、藤橋調理場ボイラーの新設工事や冷蔵

庫・冷凍庫の修繕、また根ヶ布調理場の中で比較的新しい機器がございますので、その調理機

器を藤橋調理場へ移設を行うなどいたしまして、２学期から増加する藤橋調理場の調理に備え

ることとしております。

続いて、④新しい共同調理場の検討でありますが、３１年度には基本計画の策定を行いまし

て、建設費や建設手法等を決定し、具体的な建設に向けた取り組みも進めてまいりたいと考え

ております。

それから米飯についてですが、こちらの方には記載はございませんけれども、今年度１学期

までは週５日のうち１．７回が米飯給食でありました。それが２学期には２．５回に回数を増

やしております。それをまた、来年の４月からになりますけれども４回まで、いわゆる５日中

４日間米飯給食にするような予定を組んでおります。

以上であります。

【教育指導担当主幹（拝原）】 資料１ページをご覧ください。（２）健全育成の推進でござい

ますが、平成３０年度は（８）ということだったんですけれども、健全育成を重点ということ

で（２）に上がってございます。教育指導担当としましては、①各学校におけるいじめ総合対
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策の推進ということで、今年度の年度途中から学校いじめ総合対策の年間計画を各学校に、い

じめの調査報告書にありました提言にもとづいて作成するということでさせていただいており

ます。こちらの方をさらに充実させながら、来年度につきましてもいじめの対策につきまして

計画的に行えるように取り組んでいきたいと考えております。

以上でございます。

【社会教育課長（塚本）】 社会教育課の新規重点施策としては４点挙げさせていただいており

ます。

まず１つ目は、７ページ、（２０）図書館事業の拡充の④インターネット閲覧端末８台の更新。

これにつきましては、予算要求後に、予算審議過程におきまして、従来どおりのパソコン更新

ではなくフリーＷｉ－Ｆｉの導入による新サービスを実施せよという指示が出ており、再積算

して予算要求中でございます。

２つ目はその下、⑤社会教育課による青梅分館の施設管理であります。文化交流センターに

青梅市民センターが移設されることから、今まで市民センターとの複合施設でありました青梅

分館、青梅市民センターの建物につきましては、図書館機能のみが残る形となります。このこ

とに伴いまして、今まで市民活動推進課の所管でありました建物を社会教育課の所管として図

書館の運営を継続していくものであります。

３つ目は、（２２）社会教育施設の環境整備の①文化交流センターのオープンに伴う行事実施

であります。落成式、内覧会のほか、プロアーティストによる影絵劇やのど自慢大会など、オ

ープニングイベントを企画しております。

その下、４つ目は②文化交流センターの円滑な運営であります。施設の貸出など、円滑な運

営を目指してまいります。

以上です。

【文化課長（北村）】 文化課関連について２点ご説明させていただきます。７ページの（２１）

文化・芸術活動の推進の項目になります。

まず初めに、①は美術館の特別展「中島潔展－新しい風－」を６月２２日から９月１日まで

の会期で開催をいたします。中島潔氏は、１９４３年に旧満州で生まれまして、佐賀県で育ち、

独学で絵を学んで、３３歳で画家として独立した異色の人物です。１９８２年にＮＨＫの歌番

組「みんなのうた」のイメージ画として採用されて以来、そのぬくもりのある作風が人気を博

し、現在に至っております。今回の特別展では中島氏の代表作から近年の作品までの紹介をい

たします。

次に、②は郷土博物館の企画展「青梅の織物展」（仮称）でございます。こちらは、１０月５

日から翌年１月１３日までの会期で開催いたします。この企画展につきましては、市内で青梅

夜具地の復元や普及活動を行っている市民グループなどと連携しながら、市内の織物や養蚕に

関する資料を中心に展示し、青梅縞や青梅夜具地などの織物の歴史について紹介いたします。

説明は以上でございます。
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【教育長（岡田）】 説明は終わりました。ただいまの説明に対して何かご質問、ご意見等ござ

いますか。

【委員（大野）】 米飯給食の関係ですが、せんだって教育委員会連合会の研修で福生の新しい

給食センター、防災センターに行って、そのときに意外なお話があったんですが、米飯を沢山

出すようにしたんだけど、福生の子たちってパンの方がいいみたいで、米飯はあまり人気がな

いんだという話で、私のイメージと逆だったんです。そこで、この１年間で米飯を増やしてい

ますよね。残菜の量はどうでしょうか。

【学校給食センター所長（渡部）】 すみません、きちんとした残菜の量というのは、はかれて

はおらないところです。いわゆる給食をつくる際に出たものとかそういうものを含めた形で残

菜を処理しているものですから、きちんとした数字は出ていないところですが、やはり給食指

導等で栄養士も学校を回っております。その際に子どもたちに聞いてみると、バンよりもご飯

がいいというお子さまが多く見受けられると。あと、学校の先生方からも、２学期以降は学校

で米飯が多くなったということで好評を得ておりますので、おおむね今のところは２学期から

の開始以降についてはいいご意見しか聞いていません。国の文部科学省の方針としても、米飯

給食を増やしていくという中では、一応今回については５日のうち４回。完全米飯というのは

なかなか難しいので、そういう部分では４回まではまずは米飯に取り組んでみようということ

でございます。

【教育長（岡田）】 先生方からは好評な感じですね。

【学校給食センター所長（渡部）】 おおむね好評です。

【委員（手塚）】 青梅の子どもたちはみんな白いご飯が好きというか、多くて嬉しいと。

【委員（稲葉）】 ７ページの文化交流センターの件で、乳幼児の居場所の２階のところ、子育

てひろばとして５時まで開いていると。その後は施錠しないでオープンのままと聞いているん

ですね。オープンのままであると、乳幼児のおもちゃとか図書とか色々なものがあって、５時

以降は誰でも使えるという感じになります。やっぱり乳幼児が使うものなので衛生上、夜間は

そこに誰もいない状態で、誰がそこへ入って何をさわったかというのが全然把握できない状態

だと、ちょっと怖いなと私、思うんです。その２階の通路にあたるところは、防火の面で開い

ていることが必要かもしれないけれど、子育てのひろばとして使うところは夜間誰もいないと

ころでフリースペースにしておくというのは…。やっぱり中高生も居場所は欲しいですし、そ

このところがオープンになっていると、いいよねと入っていかないかなと。別に入っていって

もいいような状態であればいいんですけど、やはり乳幼児専門で設定されている場所なので、

衛生面とか安全面とか考えるとどうなのかなというのがあります。設計図を見て、お話を聞い

て、その辺のところは子育て支援課のところだと思うんですけれど、社会教育課としてはどう

考えていらっしゃるのかなと思います。例えば小学生が入っていって、おもちゃでいくらでも

遊べますので。

【社会教育課長（塚本）】 鍵をかけないというのはどこから出たんですか。
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【委員（稲葉）】 鍵をかけないと聞きました。

【委員（手塚）】 ただ、あそこが避難経路で、２方向避難を確保しなければいけないので、カ

ギ路になっているところが避難経路になっているんだと思うんですね。結局、施錠しちゃうと

避難経路として認められないので、そういう使い方をするというような質疑応答があったとい

うことを伺いました。

【委員（稲葉）】 子育て支援課の方からそんな話を聞いているので、そこのところは避難経路

はすごくわかるんですけど、何とかならないのかなと思うんですけど。

【社会教育課長（塚本）】 私の方のイメージとちょっと違うんですけれど。基本的には電子の

ロックで、パニックオープンの機能をつける設定になっていますので、夜間は私は施錠するイ

メージです。夜間のイベントの託児とかでは使いますけれど、基本的には施錠されていて、緊

急時にはパニックオープンでパンッと外れるという形で、私自身のイメージでは想定していた

ところです。ちょっと確認してみます。

【教育長（岡田）】 ２階には事務所もありますので、目は入りますので、不審者はそこにずっ

と居座れないと思います。その辺、２階の扱いは子ども家庭部の方が検討しているので、よく

調整しておきます。

ほかにいかがでしょうか。よろしいですか。

次に、前回第９回定例会におきまして社会教育課にいただいたご意見についてご説明させて

いただきます。

【社会教育課長（塚本）】 前回第９回定例会におきまして、社会教育課にいただいたご意見に

つきましてご説明させていただきます。

まず、成人式関係でございます。大野委員から、民生・児童委員および主任児童委員につい

て、子どもたちとの関係も深いことから、成人式にご招待したらいかがというご意見がござい

ました。担当課の方に確認しましたところ、主任児童委員は任期３年で長期にわたって務める

ケースも稀であるために、成人式にはそぐわないということでありました。民生・児童委員に

つきましては、１２月１３日民生・児童委員合同協議会役員会においてご協議いただいたとこ

ろ、業務多忙のため招待は遠慮してほしいというご回答を得ました。

次に、タイムマシンのスライド投影における名前の発表の可否につきましては、成人式の通

知に表記した場合、相当数の連絡が予想されること、また作品選定後に個別確認をする場合に

は、名簿が中学卒業当時の名簿であるために確認がとれないケースがかなり予想されることな

どから難しいと判断しまして、今回は盛り上げる手法として学校名プラス・イニシアルで実施

を計画しました。しかしながら、新成人からの問い合わせが早速ございまして、学校名プラス・

イニシアルの計画をご説明したんですが、ご理解が得られませんでした。実際にそういう生の

声をいただいて再考した結果、潜在的にこのような方が多く存在する可能性があることや、さ

らには名前が出るともっと複雑な事情も考えられることから、昨年と同様、学校名のみの発表

とさせていただくこととなりました。毎年、新成人につきましては口頭でアンケートをとって
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いることから、今回の出席者に対しては氏名発表の可否について調査をしまして、次回の参考

にしていきたいと考えております。

手塚委員からいただいたホームビデオとか動画の件につきましては課題が結構多そうなので、

今後の検討とさせていただきます。

次に、生涯学習推進計画のパブリック・コメントの関係でございます。手塚委員からいただ

いた若い方からの意見を集めるという手法につきまして、成人式の通知に、パブリック・コメ

ントにご意見をお寄せくださいというような刷り込みをちょっと考えたのですが、宛て名印刷

がすでに発注済みでありまして変更ができなかったため、次回改定時に検討したいと思います。

今回は小規模ながら市内高校への設置をお願いして、若い方からの意見聴取に努めました。

それから、大野委員からいただいた地域づくり、仲間づくりの事業の記載につきましては、

第３節の自主活動の支援「地域づくりは市民の活動から」の関連する主な事業例のところに、

プラットホーム推進ワークショップの事業例として追加をいたしまして、パブリック・コメン

トを１２月１日から１４日まで実施して、残念ながらご意見が１件も来ませんでした。今後、

原案のまま１月２４日の生涯学習推進本部庁内推進会議を経て、２９日の生涯学習推進本部会

議で検討する予定であります。

次に、生涯学習だよりの関係です。榎本委員から、生涯学習だよりを自治会回覧して広く周

知するというご意見をいただきました。現在１，５００部印刷しているところなんですが、自

治会回覧を実施する場合にさらに４，０００部の追加が必要となることから、予算的に困難で

あるという結論になりました。今回につきましては、今まで教育委員会のホームページのみで

出していた新着情報を、青梅市の公式ホームページのトップにも新着情報として出るような設

定をしまして、周知の拡大を図ったところであります。

次に、子ども読書推進計画のパブリック・コメントの関係であります。大野委員より、わか

りにくいとのご指摘をいただきました。子どもの読書に関する青梅市の現状の部分につきまし

ては、グラフ等を若干工夫しまして、わかりやすく見直した上で、１２月１日から１４日まで

パブリック・コメントを実施し、４件の意見をいただきました。内訳といたしましては、読み

聞かせに関するものが２件、学校司書と学校ボランティアの連携に関するものが１件、移動図

書館に関するものが１件です。昨日の子ども読書推進計画策定委員会部会におきまして、パブ

リック・コメントの意見を検討し、計画原案は訂正なしとなったことから、２１日の子ども読

書推進計画策定委員会で決定する予定であります。

色々いただいたご意見につきましては、今後も引き続き検討していきたいと考えております

ので、ご了承願いたいと思います。

以上でございます。

【教育長（岡田）】 ありがとうございます。

ほかにいかがでしょうか。

成人式なんですけれども、「誓いの言葉」を述べるのが大高伽弥君という子です。ボルダリン
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グで世界で活躍されていまして、「誓いの言葉」の前に自作した１分ちょっとの映像、御岳渓谷

でやっている画を放映して、その後「誓いの言葉」を読んでもらう予定です。

あともう一つ、親善大使の篠原ともえさんから１分ほどのビデオメッセージをいただきまし

た。彼女が今４０歳なんですよ。ですから、ちょうど２０年前の成人式に来ているということ

で、それも含めて最後に篠原さんのビデオメッセージを流して終わりという予定ですので、楽

しみにしていただければと思います。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

【教育長（岡田）】 それでは最後に今後の日程について、教育部長から説明いたします。

【教育部長（渡辺）】 お手元にお配りしてございます今後の日程についてご覧いただきたいと

思います。

まず１月１４日（月・祝）、ただいまお話がございました平成３１年度青梅市成人式が開催さ

れます。時間は１０時１５分から、会場は青梅市総合体育館でございます。

続いて、１月２５日（金）、中学校教育研究発表会が開催されます。時間は午後２時から、会

場は霞共益会館でございます。

続いて、１月２８日（月）、平成３０年度給食試食会が開催されます。時間は午後０時１０分

から、第二小学校でございます。これは毎年やっておりますが、本年度も行います。

続いて、２月１日（金）、第１１回教育委員会定例会を開催いたします。時間は午前１０時か

ら、会場はこの場所を予定しておりまして、先ほどの案件等、またご報告させていただきたい

と思います。

同じく２月１日（金）、午後２時から、小学校教育研究発表会が開催されます。会場は青梅市

総合体育館でございます。移動がございますけれども、よろしくお願いしたいと思います。

次に、２月１３日（水）、第１２回教育委員会臨時会を開催いたします。時間は午後１時３０

分から、会場はこの場所でございます。内容につきましては、校長、副校長等の教育内申につ

いてを予定しているところでございます。よろしくお願いいたします。

今後の日程につきましては、以上でございます。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

日程第５ 教育長閉議および閉会宣言 

【教育長（岡田）】 以上で本日の日程は終了しましたので、閉会といたします。大変お疲れさ

までした。

┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄┄

午後４時４５分 閉会
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